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行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆良好な田園環境の保全 

・のどかな田園環境を形成してい
る、農地の保全を図るため、借
地農地事業等の活用を促進し
ます。 

・市街地内の良好な農地につい
て、生産緑地の新たな指定拡
大を検討し、身近な農地の保
全を進めます。 

・新たな農地保全に係る支援の
仕組みの充実について検討を
進めます。 

 
◆良好な自然的環境の保全 

・景観法に基づき景観計画や景
観条例の策定を図るとともに、
市民と共に取り組む景観形成
の基本計画を策定し、良好な
自然的環境・景観の保全に向
けて適切な運用を図ります。 

 
◆良好な自然的環境の情報発信 

・自然・田園環境に対する保全
意識の高揚と市民参加を促進
するため、自然環境等調査を
実施します。 

・市民ニーズを踏まえつつ、広報
や各種生涯学習の機会拡充等
により、様々な情報提供を行い
ます。 

 
◆防災に資する自然的環境の保

全 

・災害の抑制を図るため、災害の
危険性のある自然地等の保全
を図ります。 

 
◆農政連携による鳥獣被害の対

策 

・農地の保全と産業振興を図るた
め、鳥獣被害を抑制する取組
みについて、農政部局等と連
携しつつ、検討と対策を推進し
ていきます。 

 

◆山林・里山を守る取組み 

・地域制緑地による山林の保全に加
えて、市街化区域内の樹林の保全・
活用など、緑を保全するための仕組
みづくりに取り組みます。 

・市内の自然環境を把握し、その保
全を図るための取組みを推進しま
す。 

 
◆田園環境を守る取組み 

・農地の保全・活用につながる遊休
農地活用事業や市民農園事業を促進
します。 
・市街化調整区域内の幹線道路等の
沿道における土地利用については、
周辺の自然景観と調和するよう指
導、誘導、協議を行います。 

 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う清掃活動や美化活動、
ゴミの不法投棄のパトロール等の取
組みを促進します。 
 

 

 
 
 
 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆山林・里山を守る取組み 

・市街地内の身近な里山・緑地
の維持・保全・活用を図るた
め、市民の森制度、樹林バンク
制度を促進します。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・農地の保全活用につながる遊
休農地活用事業や借地農地
事業及び市民農園事業を促進
します。 

 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う清掃活動や美化活
動、ゴミの不法投棄のパトロー
ル等の取組みを促進します。 

 

◆希少な生態系の保全 

・希少な固有種の保全を図りま
す。 

 

◆幹線道路沿道の土地利用 

・幹線道路沿道の土地利用につ
いては、周辺の自然景観と調
和するよう指導、誘導、協議を
します。 

 

市民の取組みへの支援 

◆山林・里山を守る取組み 

・里山の自然を維持・保全するた
め市民等が行う、草刈りや間伐
等の取組みについて、支援し
ます。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・高齢化と担い手不足により、遊
休農地化しないような保全につ
いての市民の取組みを支援し
ます。 

・農地の保全につながる営農意
欲高揚のための地産地消等の
市民の取組みを支援します。 
 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う環境の保全・美化を
図る新たな取組みを支援しま
す 

 

◆情報発信の取組み 

・環境の保全・美化の重要性に
ついて、広く市民の意識啓発
や学習に資する交流イベントや
各種情報発信の取組みについ
て、支援します。 
 

◆人材育成の取組み 

・環境の保全や美化に係るリー
ダーや人材育成について、い
こま塾等の学習機会の拡充
や、関連団体等の交流・連携
の促進を支援していきます。 

 

 

◆山林・里山を守る取組み 

・市街化区域内の樹林の保全・活用
など、緑を保全するための「樹林バ
ンク制度」の促進を図ります。 

・里山の優れた自然環境を維持・保
全するため、市民等が行う草刈りや
間伐等の取組みについて支援しま
す。 

 
◆田園環境を守る取組み 

・高齢化と担い手不足により、遊休
農地化しないような保全についての
市民の取組みを支援します。 

・農地の保全につながる営農意欲高
揚のための地産地消等の市民の取組
みを支援します。 

 
◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う環境の保全・美化を図
る新たな取組みを支援します 
 

◆情報発信の取組み 

・環境の保全・美化の重要性につい
て、広く市民の意識啓発、学習に資
する交流イベントや各種情報発信の
取組みについて支援します。 

 
◆意識啓発の取組み 

・環境の保全や美化に係るリーダー
や人材育成について、「花とみどり
の楽校」や「いこま塾」等の学習機
会の拡充や、交流・連携の促進を図
ります。 
 
 
 
 
 

 

 

◆良好な田園環境の保全 

・のどかな田園環境を形成している、
農地の保全を図るため、遊休農地活
用事業等の活用を促進します。 

・市街地内の良好な農地について、
生産緑地の新たな指定拡大を検討
し、身近な農地の保全を進めます。 

・新たな農地保全の仕組みの充実に
ついて検討を進めます。 
 
◆良好な自然的環境の保全 

・絶滅種・希少種の保護を進めます。 

・本市の景観に関する特性を踏まえ、
景観形成の基本目標である「自然と
都市が調和した景観まちづくり」を
目指した景観計画・景観条例を策定
し、良好な自然的環境・景観の保全
に向けて適切な運用を推進します。 
 
◆良好な自然的環境の情報発信 

・自然・田園環境に対する保全意識
の高揚と、市民参加を促進するため、
自然環境等調査を実施します。 
 
◆防災に資する自然的環境の保

全 

・災害の抑制を図るため、災害の危
険性のある自然地等の保全を図りま
す。 
 
◆鳥獣被害の対策 

・農地の保全と産業振興を図るため、
鳥獣被害を抑制する取組みを推進し
ていきます。 
 
 
 
 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

２－１. 「豊かな自然が輝く環境まちづくり」の方針 

   みどりを守り育てる 

  ～ 生駒の魅力・財産である良好な山林・里山・田園をみんなで守り育てよう ～ 

方針
１ 

追加資料 １ 

目標実現に向けてのまちづくり方針 新旧対照表 
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◆田園環境に親しむ制度等の活用
促進 

・身近な農地に親しむ環境・機会
の充実と、遊休農地等の活用
促進を図るため、借地農地事
業、遊休農地活用事業を活用
し支援を図ります。 
 

◆自然等を楽しむ取組み 

・市民が自主的に自然（山林・里
山、水辺）・田園等の地域資源
を楽しむ場、モデルルート、楽
しみ方等を企画・提案・情報発
信する取組みについて、支援
を行います。 

・市民が自主的に企画・開催す
る、自然体験等の交流イベント
の取組みについて、支援を行
います。 
 

◆水辺を活かした市民の自主的な

取組み 

・市民が責任を持って水辺に親
しむ河川景観の形成のための
管理等のアダプト制度につい
て検討します。 
 

◆人材育成の取組み 

・自然的環境を活かすリーダー
や人材育成について、いこま
塾等の学習機会の拡充や、関
連団体等の交流・連携の促進
を支援していきます。 

 

 
 

◆多彩な自然等に親しむ交流・レク
リエーション環境・機会の充実 

・里山・緑地の保全の意義や効
用を学び、自然と共生する心が
育まれるような環境学習や保全
の取組みに係るカリキュラムの
充実を図ります。 

・矢田丘陵遊歩道や生駒山のハ
イキングコース、くろんど池など
の自然に親しむ地域資源につ
いて、適切な維持管理に努め
ます。 

・既存の地域資源について、より
広域的な交流促進も含めて、
自然体験・環境学習・地域学
習など多様な体験交流イベント
の一層の促進と PR の強化を図
り、交流人口の増大を図りま
す。 
 

◆うるおいある水辺環境の保
全・形成 

・奈良県が整備を進めている富
雄川・竜田川について、多様な
生物が生息できる多自然型川
づくりの整備を働きかけるととも
に、生物の生息域として環境保
全に努めます。 

・奈良県が整備を進めている竜
田川の整備に併せて、河川堤
防等を利用した遊歩道や親水
公園の整備を働きかけます。 

・良好な水辺環境の育成に向け
ては、生活排水対策や、水量
確保、浄化対策など、適切な方
向を検討していきます。 

・河川景観の保全と市民の憩い
の場としての魅力の向上を図り
ます。 

 
◆回遊環境の充実 

・既存の観光交流ルートを活用し
つつ、自然・田園・歴史文化等
の地域資源や、主要な公共施
設、拠点駅等が連携するよう
な、モデル散策・回遊コースや
案内サイン等の充実を図りま
す。 

 

◆里山環境に親しむ制度等の活用
促進 

・身近な里山に親しむ環境・機会
の充実を図るため、市民の森
制度、樹林バンク制度等を推
進し、協働による整備・保全を
行います。 

・身近な農地に親しむ環境・機会
の充実と、レクリエーションのた
め、市民農園を促進します。 

 
◆回遊環境の充実 

・公共交通の利便性を活かした
観光交流活動の活性化をめざ
し、生駒ケーブルや鉄道駅、バ
スルートと連携した観光交流ル
ートや体験・学習等のイベント
企画等の拡充を図ります。 

 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆里山環境に親しむ制度等の活用
促進 

・身近な里山に親しむ環境・機会の
充実を図るため、市民の森制度、樹
林バンク制度等を推進し、協働によ
る整備を行います。 

 
◆自然等を楽しむ取組み 

・矢田丘陵遊歩道や生駒山ハイキン
グコース、くろんど池などの自然に
親しむ地域資源について、適切な維
持管理に努めます。 

・生駒市全体を野外博物館に見立て
た「生駒フィールドミュージアム」
の推進により、市内の自然・田園・
歴史文化等の地域資源を散策できる
モデルルートの策定や、生駒ケーブ
ルなどの公共交通機関の利便性を活
かした体験・学習等のイベント企画
等の拡充を図ります。 

・「生駒山系広域利用促進協議会」
など、広域的な連携による地域資源
の活用に向けた取り組みを促進しま
す。 
 
◆良好な水辺環境の保全・活用 

・自然環境に配慮しつつ、四季が感
じられる水辺の環境美化活動を推進
します。 

・流域の地域住民や団体等で、河川
堤防等の除草等清掃活動を促進しま
す。 
 
 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆田園環境に親しむ制度等の活用
促進 

・身近な農地に親しむ環境・機会の
充実と、遊休農地等の活用促進を図
るため、遊休農地活用事業の推進を
図ります。 

 
◆自然等を楽しむ取組み 

・市民が自主的に自然（山林・里山、
水辺）・田園等の地域資源を楽しむ
場、モデルルート、楽しみ方等を企
画・提案・情報発信する取組みにつ
いて、支援を行います。 

・市民が自主的に企画・開催する、
自然体験等の交流イベントの取組み
について、支援を行います。 

 
◆水辺を楽しむ取組み 

・市民が自主的に水辺を楽しむ場、
モデルルート、楽しみ方等を企画・
提案・情報発信する取組みについて、
支援を行います。 

・市民が自主的に企画・開催する、
水辺を活かした交流イベントの取組
みについて、支援を行います。 

 
◆意識啓発の取組み 

・自然的環境を活かすリーダーや人
材育成について、「花とみどりの楽
校」や「いこま塾」等の学習機会の
拡充や、交流・連携の促進を図りま
す。 

 
◆市民等による管理運営・維持 

・市民が責任を持って水辺に親しむ
河川景観の形成のための管理等が行
える仕組み（アダプト制度等）につ
いて検討します。 
 
◆良好な水辺環境の保全・活用 

・市民等の、自然環境に配慮した身
近な水辺環境の推進活動を支援しま
す。また、関連団体等の交流と連絡
調整を支援していきます。 
 

 

◆多彩な自然等に親しむ交流・レクリ
エーション環境・機会の充実 

・里山の環境保全の意義や効用を学び、
自然と共生する心が育まれるような環
境学習や、保全の取組みに係るカリキ
ュラムの充実を図ります。 

 
◆うるおいある水辺環境の保全・形

成 

・富雄川・竜田川では、多様な生物が
生息できる多自然型川づくりの整備を
行うとともに、生物の生息域として環
境保全に努めます。 

・竜田川の河川整備に併せて、河川堤
防等を利用した遊歩道や親水公園の整
備に努めます。 

・良好な水辺環境の育成にむけ、生活
排水対策や水量確保、浄化対策など、
適切な取組みを検討・充実していきま
す。 

・河川景観の保全と市民の憩いの場と
しての魅力の向上を図るため、竜田川
の桜並木や、富雄川のコスモスに代表
されるような取組みを今後も継続して
行っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   みどりを活かす 

  ～ 水辺・田園等の多彩なみどりを身近な暮らし環境の豊かさに活かそう ～ 

方針
２ 
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◆花と緑あふれるまちづくり 

・生垣助成制度や花と緑のわが
まちづくり助成制度等の活用促
進を図るとともに、花と緑の景
観まちづくりコンテスト等による
優良緑化事例の顕彰など、花
と緑あふれる暮らし環境が身近
に増えていくような取組みを支
援していきます。 

・地域住民による創意工夫ある個
性的な緑化の取組みを拡充す
るため、支援の充実について
検討していきます。 
 

◆市民主体の公園の管理・利用の取
組み 
・市民が自主的に既存公園の管

理や利活用促進を図る取組み
を支援していきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民の自
主的な取組み 
・市民が責任をもって公園等の

公共用地の緑化推進や保全を
図るアダプト制度について検討
します。 
 

◆既存公園等の利活用促進 
・既存公園やスポーツ施設、学

校、散策路等と連携を活かしし
つつ、幅広い市民が親しめるス
ポーツ・健康運動の交流イベン
トの充実など、まちぐるみで運
動したくなるような健康増進の
取組みを支援していきます。 
 

◆人材育成の取組み 
・まちなかの緑化に資するリーダ

ーや人材育成について、いこ
ま塾等の学習機会の拡充や、
関連団体等の交流・連携の促
進を支援していきます。 

 
◆歩行空間の確保 

・歩いて楽しい歩行空間の確保
に向け、“花と緑の景観まちづ
くり”など、地域においてそれぞ
れ特色ある取組みを進めます。 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・開発等における緑化基準を適
切に運用するとともに、地区計
画制度や景観法等を活用し、
緑地の確保や緑化推進を図り
ます。 
 

◆公共施設や拠点地区における
緑化推進 

・公共施設等の公共用地や幹線
道路の緑化推進を図るととも
に、緑の環境に配慮した公共
事業の推進を図ります。 

・都市拠点や地域拠点等の拠点
地区において、民間開発と連
携し、先導的かつ質の高い良
好な景観形成に資する公共空
間の緑化に努めます。 
 

◆既存公園の適正な公園管理 

・子どもや高齢者等が安心して
利用できるよう、既存公園等に
ついて、施設のバリアフリー化
や老朽化した公園設備の更
新・拡充と長寿命化を計画的
に進めるなど、を住民ニーズに
より計画的に更新し、住民ととも
に適正な公園管理を推進しま
す。 
 

◆身近な公園環境の充実 

・緑の基本計画を基本とし、地域
住民ニーズを踏まえながら、借
地公園の適用検討など、環境・
景観・レクリエーション・防災等
の機能向上に資するや、環境・
景観・レクリエーション機能向
上等、身近な公園緑地環境の
充実を図ります。 

・既存の公園の防災機能のあり
方について、検討していきま
す。 

 
 

◆拠点地区や主要幹線道路における
良質な緑化推進 

・都市拠点や地域拠点等の拠点
地区や主要な幹線道路におい
て、市街地開発事業や地区計
画制度、景観法等の活用を図
り、ゆとりあるパブリックスペース
の確保や、質の高い緑地・緑
化環境の形成により、アメニテ
ィの高い空間形成を誘導して
いきます。質の高い景観形成
を誘導していきます。 

・各拠点の地域特性や周辺資源
特性を十分に踏まえつつ、個
性的な緑化や水辺空間の活
用、歴史文化的なモチーフの
導入など、各拠点が個性を競う
ような魅力ある整備を誘導して
いきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民の自
主的な取組み 

・親しまれる地域の公園整備を目
的に、市民が自主的に公園の
リニューアルや管理を行うコミュ
ニティパーク事業の促進を図り
ます。 

・市民が責任をもって公共用地
の緑化推進や保全を図る体制
づくりを検討します。 

・緑の市民委員会や花好き・自
然好き市民交流サロンなど、地
域住民と行政がともに公園の
管理・利用について話し合える
場・機会の拡充と支援を図りま
す。 

 
◆ポケットパークの整備 

・歩いて楽しい歩行空間とするた
め、地域と連携し道路残地など
をポケットパークに整備します。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆拠点地区における緑化推進 

・都市拠点や地域拠点では、関係住
民との合意形成を図り、市街地開発
事業や地区計画制度等を活用し、ゆ
とりある公共空間の確保や、地域の
「顔」となる緑地・緑化環境の形成
を図ります。 

・各拠点における緑地・緑化環境の
整備については、それぞれの地域特
性や周辺の既存資源の特性を十分に
踏まえた個性的なものとし、各拠点
がその個性を競うような魅力ある整
備を誘導していきます。 
 
◆幹線道路における緑化推進 

・幹線道路では、周辺住民の合意形
成を図りながら、“花と緑のシンボ
ル”となるよう、積極的な緑化に取
り組むとともに、適切な維持管理や
周辺美化に取り組みます。 

 
◆公園緑地等を活かした市民の自
主的な取組み 

・地域の方々が身近な公園に愛着を
持って利用し、将来にわたり育める
よう公園づくりを支援する「コミュ
ニティパーク事業」の促進を図りま
す。 

・「緑の市民委員会」や「花好き・
自然好き市民交流サロン」など、地
域住民と行政がともに公園の管理・
利用や花と緑を通したまちづくりに
ついて話し合える「場」・「機会」
づくりを行います。 

 
◆緑の基金を活用した緑化推進の
拡充 

・「生駒市みどりの基金」を PR し
て寄付金を募り、基金を活用した緑
化推進事業を拡充します。 

 

 
 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・生垣助成制度や花と緑のわがまち
づくり助成制度等の活用促進を図る
とともに、花と緑の景観まちづくり
コンテスト等による優良緑化事例の
顕彰など、花と緑あふれる暮らし環
境が身近に増えていくような取組み
を支援します。 

・地域住民による創意工夫による個
性的な緑化の取組みを拡充するた
め、支援方策の充実について検討し
ます。 

 
◆市民による管理運営・維持 

・市民が責任を持って公園等の緑化
推進や保全を図るアダプト制度につ
いて検討します。 

・市民が責任を持って、地域の特性
に応じた街路樹や緑地帯の管理を行
えるアダプト制度について検討しま
す。 
 

◆既存公園等の利活用促進 

・公園・緑地等において、地域でス
ポーツ・レクリエーション活動が活
発に行われるような組織づくり、環
境づくり等の取組みを支援していき
ます。 

 
◆意識啓発の取組み 

・まちなかの緑化に資するリーダー
や人材育成について、「花とみどり
の楽校」や「いこま塾」等の学習機
会の拡充や、交流・連携の促進を支
援していきます。 
 

◆歩行空間の確保 

・歩いて楽しい歩行空間の確保に向
け、“花と緑の景観まちづくり”な
ど、地域においてそれぞれ特色ある
取組みを進めます。 
 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・開発等における緑化基準を適切に
運用するとともに、地区計画制度や
景観法等を活用し、緑地の確保や緑
化の推進に努めます。 
 
◆公共施設等の緑化推進 

・公共施設等の公共用地や幹線道路
の緑化推進を図るなど、緑の環境に
配慮した公共事業を推進します。 

・都市拠点や地域拠点では、民間開
発と連携し、地域の「顔」にふさわ
しい緑化の推進に努めます。 
 
◆既存公園の適正な公園管理 

・既存の公園については、だれもが
安心して利用できるよう、園内のバ
リアフリー化や設備の更新を行うな
ど、適正な管理に努めます。 
 
◆身近な公園環境の充実 

・借地公園制度などを活用し、地域
のニーズを踏まえた公園・緑地空間
の整備に努めます。 

・自然・田園、歴史文化等、既存の
地域資源を活かすための、景観、レ
クリエーション機能の充実を図りま
す。 

・既存の公園の防災機能のあり方に
ついて、検討していきます。 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   まちなかのみどりを増やし楽しむ 

  ～ 花と緑あふれるまちづくりで、個性やコミュニティを育てよう ～ 

方針
３ 
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◆生駒の良好な景観を学ぶ取組
み 

・生駒の良好な景観資源や問題
点、景観法や景観計画等に関
心をもち、学習したり、様々な
交流を行う機会の充実・支援を
図るとともに、広報紙等による
情報発信を図ります。 
 

◆既存制度等を活かした良好な
景観形成 

・生垣助成制度、花と緑のわがま
ちづくり助成制度、景観形成地
区指定等の活用促進を図ると
ともに、花と緑の景観まちづくり
コンテスト等による優良事例の
顕彰など、良好な景観形成の
取組みの支援を図ります。 
 

◆景観を積極的に楽しむ取組み 

・市民が自主的に景観を楽しむ
場、モデルルート、楽しみ方等
を企画・提案・情報発信する取
組みや、自然等の景観体験等
の交流イベントを企画・開催す
る取組みについて、支援を図り
ます。 

 

◆人材育成の取組み 

・景観形成に資するリーダーや
人材育成について、いこま塾
等の学習機会の拡充や、関連
団体等の交流・連携の促進を
支援していきます。 

 
 

 

 

◆景観法に基づく景観計画や景
観条例の策定と適切な運用 

・本市の景観的な特性を踏まえ、
景観形成の基本目標である
「自然と都市が調和した景観ま
ちづくり」の実現を目指した景
観計画・景観条例の策定や、
その適切な運用を推進します。 

・道路、河川、公園など、良好な
景観形成にとって重要な要素
となる公共施設については、関
係機関等との連携のもと、周辺
景観との調和や良好な景観形
成に十分配慮した景観としてい
きます。 

 
◆良好な景観形成のための行為

の制限 

・景観上重要な位置づけがなさ
れる地区（広域幹線沿道地区
や生駒駅前北口再開発地区）
については、景観形成地区とし
て位置づけ、きめ細かな景観
規制と質の高い景観形成を図
っていきます。 

 

◆屋外広告物の規制 

・良好な景観の形成に向けて重
要な要素となる屋外広告物に
ついて、県の条例に基づき、県
をはじめ、関係市町と連携しな
がら適切に運用します。 

 
 

 

◆良好な景観形成のための行為
の制限 

・一定規模以上の建築物などの
建設や開発行為を行う場合は、
魅せる景観、見られる景観の考
えに基づき、周辺と調和した良
好な景観形成に向けて、規制・
誘導を図っていきます。 

・自然、田園、市街地の良好な景
観形成を図るため、景観形成に
関する区域区分（市街地景観区
域、田園景観区域、自然景観区
域）に基づき、各区域の景観形
成の基準との適合を図りつつ、
良好な景観の形成に協働で取
組んでいきます。 

・景観形成地区は、今後、市民と
の協働のもと、景観に十分配慮
すべき地区（景観配慮地区）の
検討を図りながら、必要に応じた
追加指定を促進していきます。 

 

◆屋外広告物の適正な掲出 

・地域における良好な景観の形
成に向けて、道路などに掲出さ
れた違反広告物の除却作業を
促進します。 
 

◆良好な景観形成に向けての継
続的な協働の取組み 

・景観法に基づく景観計画の運
用（具体的なルールづくり）や、
協働に基づく、より一層良好な
景観づくりに取組むための景
観基本計画の策定に向けて、
継続的な市民との対話の機会
づくりを図っていきます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆良好な景観形成のための行為
の制限 

・地区単位での良好な景観形成を推
進するため、市と市民、事業者が共
同で景観上重要な地区を定め、きめ
細かな景観形成のためのルールを定
めます。 

 
◆屋外広告物の適正な掲出 

・地域における良好な景観の形成に
向けて、道路などの公共スペースに
掲出された違反広告物の除却などを
市と市民が協働で行い、広告主に対
し適正な広告物の掲出を促します。 

 

◆良好な景観形成に向けての継
続的な取組み 

・多くの市民、事業者が協働して良
好な景観づくりに取組んでいける方
策を、市と市民、事業者で検討し、
生駒市の景観マスタープランとなる
景観形成基本計画を策定します。 

・計画策定後も計画の進捗状況を逐
次確認し、必要に応じた計画の改定
が行えるよう継続的に対話の機会を
設けます。 
 

◆良好な沿道景観の向上 

・幹線道路の沿道を景観計画の広域
幹線沿道地区に指定し、周辺と調和
した沿道景観づくりに努めます。 
 

 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆生駒の良好な景観を学ぶ取組
み 

・生駒らしい景観スポットや良好な
景観資源を発掘することにより、景
観への関心を高め、市民一人一人が
自主的、自律的な景観形成に取組む
ことができるよう、様々な学習の場
を設け、市民同士の交流を行う機会
を充実させるとともに、広報紙等に
よる情報発信を行います。 

 
◆既存制度等を活かした良好な

景観形成 

・「生垣助成制度」、「花と緑のわ
がまちづくり助成制度」などの助成
や、花と緑の景観まちづくりコンテ
スト等による優良事例の顕彰などを
行い、良好な景観形成の取組みを支
援します。 
 

◆景観を積極的に楽しむ取組み 

・市民が自主的に景観を楽しむ場、
モデルルート、楽しみ方等を企画・
提案・情報発信する取組みや、自然
等の景観体験等の交流イベントを企
画・開催する取組みについて、支援
を図ります。 
 

◆意識啓発の取組み 

・良好な景観を維持又は創造するた
めには、市民同士の情報交換やグル
ープ作りが不可欠であるため、景観
形成に関する諸活動におけるリーダ
ーや関係団体の育成について、「花
とみどりの楽校」や「いこま塾」等
の学習機会の拡充や交流・連携の促
進を図ります。 

 
 

◆景観法に基づく景観計画や景
観条例の策定と適切な運用 

・本市の景観に関する特性を踏まえ、
景観形成の基本目標である「自然と
都市が調和した景観まちづくり」を
目指した景観計画・景観条例を策定
し、その適切な運用を推進します。 

 
◆景観に配慮した公共事業の実

施 

・良好な景観の形成に重要な要素と
なる道路、河川、公園など公共施設
については、庁内関係部署や国、県
等と連携し、周辺景観と調和した整
備に努めます。 

 

◆屋外広告物の規制 

・良好な景観の形成に向けて重要な
要素となる屋外広告物について、奈
良県や、関係市町村と連携市適切な
屋外広告物の掲出を促進します。 
 
◆生駒駅前北口再開発地区の景
観 

・生駒駅前北口再開発地区では、よ
り一層の良好な景観形成を目指し景
観形成地区への編入を行います。 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

２－２. 「みんなが住み続けたくなるブランドまちづくり」の方針 

   景観を守り魅せる 

  ～ 豊かな緑に囲まれた生駒らしい景観をまちのブランドに高めよう ～ 

方針
１ 
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◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に
向けて、地域住民が学んだり話
し合ったりする自治会等の活動
について、情報発信や相談な
ど支援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な住環境の維持や一層の
魅力向上に向けて、地区計画
制度や景観法等の既存制度等
の活用促進をめざし、各種情
報の提供や相談、専門家派
遣、人材交流など、地域住民
の一体となった取組みや人材
育成を支援します。 
 

◆生駒の良好な住宅地ブランド
の発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地としての魅
力やブランドイメージについ
て、情報の共有化や発信、人
材交流、考える場づくり等の取
組みを支援します。 
 

◆地域のうるおいづくりの促進 

・生垣緑化やガーデニング活動
等、住民による宅地内の緑化
に対する支援をします。 
 

◆住民によるまちの運営・維持管
理 

・住民主体のまちづくり活動の活
性化につながる活動の支援を
検討します。 

 

 

◆拠点整備と連動した利便性の
高い住宅地の誘導 

・都市拠点等の主要な鉄道駅周
辺地区などでは、民間開発と
連携し、都市基盤の整備や高
質な環境形成に向けて、面的
な整備手法や地区計画制度等
の既存補助制度の活用促進を
図りつつ、土地の有効・高度利
用を図り、必要に応じた規制の
緩和を検討していきます。 
 

◆良質な低層住宅地としてのブラ
ンドイメージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既
に良好な居住環境が整備され
た地区や、古くからの大規模住
宅団地で荒廃化が懸念される
地区では、地区計画制度や景
観法等の既存制度等の活用促
進を図り、良質な居住環境の
維持・向上を図ります。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推
進するため、地区計画制度の
活用を進めます。 

 

◆開発事業の透明化 

・法令と市民ニーズに即したまち
づくりを進めるための手法を検
討します。 

 

 

◆拠点整備と連動した利便性の
高い中高層住宅の誘導 

・都市拠点等の主要な鉄道駅周
辺地区などでは、土地の有効・
高度利用を行い、面的な整備
手法や地区計画制度を活用
し、商業・文化・交流等の賑わ
い機能や、ゆとりある移動空
間、質の高いオープンスペース
や景観を有した、地域特性を
活かした利便性の高い中高層
住宅地の誘導を図ります。 

 
◆都市拠点等における高齢社会に

備えた住宅の誘導 

・都市拠点や地域拠点など、生
活支援サービス機能の集積が
あり、公共交通の利便性が高
い駅周辺の市街地において、
空地・空家等を活かした魅力あ
る高齢者向け住宅や、医療・介
護機能付帯型の住宅、高齢者
専用賃貸住宅等の立地誘導を
図ったり、郊外との住み替え支
援を図るなど、高齢者のまちな
か居住の促進を検討していき
ます。 

 
◆良質な低層住宅地としてのブラ

ンドイメージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既
に良好な居住環境が整備され
た地区では、地区計画制度や
景観法等を活用して、住宅地と
しての用途純化、敷地の細分
化の防止、地域の魅力を高め
る緑化推進、良質な景観誘導
など、地域の特性に応じた市
民主体のルールづくりと、豊か
で持続性のある居住環境の育
成を図ります。 

 
 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆利便性の高い中高層住宅の誘導 

・市街地整備事業や地区計画制度等
を活用し、商業・文化・交流等の賑
わい機能と共存するゆとりある移動
空間、質の高いオープンスペースや
景観を有した、地域特性を活かした
良好で利便性の高い中高層住宅を誘
導します。 

◆高齢社会に備えたまちなか居住
の誘導 

・生活支援サービス機能の集積があ
り、公共交通の利便性が高い駅周辺
の市街地において、空地・空家等を
活かした魅力ある高齢者向け住宅
や、医療・介護機能付帯型の住宅、
高齢者専用住宅等の立地誘導と、郊
外との住み替え支援等による高齢者
のまちなか居住の促進を検討してい
きます。 

◆良質な低層住宅地としてのブラ
ンドイメージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既に
良好な居住環境が整備された地区で
は、地区計画制度や景観法等を活用
して、住宅地としての用途純化、敷
地の細分化の防止、地域の魅力を高
める緑化推進、良質な景観誘導など、
地域の特性に応じた市民主体のルー
ルづくりと、豊かで持続性のある居
住環境の育成を図ります。 

◆既成市街地の居住環境の改善 

・都市基盤が十分に整備されていな
い既成市街地では、地区計画制度や
市街地整備等により、公園などの公
共施設の整備を誘導します。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協
調・共同建て替えの制度化について
検討します。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、
セットバックや、オープンスペース
の確保など、居住環境の向上を促進
します。 

◆環境に配慮した住まいづくり
の誘導 

・住宅の省エネルギー化や太陽光発
電システムの導入促進など、環境に
やさしい住宅施策を一層推進・誘導
します。 
 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・環境に配慮した良好な住環境の維
持・向上に向けて、地域住民が学ん
だり話し合ったりする自治会等の活
動について、情報発信や相談など支
援を図ります。 
 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・環境に配慮した良好な住環境の維
持や一層の魅力向上に向けて、地区
計画制度や景観法等の活用促進をめ
ざし、各種情報の提供や相談、専門
家派遣、人材交流など、地域住民の
一体となった取組みや人材育成を支
援します。 
 
◆生駒の良好な住宅地ブランド
の発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地としての魅力
やブランドイメージについて、情報
の共有化や発信、人材交流、考える
場づくり等の取組みを支援します。 

 
◆地域の緑化づくりの促進 

・生垣緑化やガーデニング活動等、
住民による宅地内の緑化に対する支
援をします。 

 
◆住民主体のまちづくり活動 

・住民主体の、まちづくりの活性化
につながる活動の支援を検討しま
す。 
 

◆情報発信の取組み 

・民間等との連携により、市街地内
の空地・空家の利用や住替え支援等
に係る情報発信を行います。 
 

◆都市基盤の整備 

・交通の利便性を活かし、都市型住
宅を誘導するため、拠点駅周辺地区
などでは民間開発と連携し、地域特
性に応じた都市基盤の整備を進めま
す。 

 
◆良質な低層住宅地としてのブラ

ンドイメージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既に
良好な居住環境が整備された地区
や、古くからの大規模住宅団地では、
地区計画制度や景観法等の活用促進
を図り、良質な居住環境の維持・向
上を図ります。 
 

◆災害危険地の住宅地整備 

・急傾斜地や活断層線上の土地利用
については、土砂災害や地震の被害
を防ぐための仕組みを検討します。 
 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   良質な住環境を守り強化する 

～ ゆとり・うるおい・利便性に優れた、良質な住環境を守り育てよう ～ 

方針
２ 
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  ◆古くからの大規模住宅団地の
エリアマネジメント取組み 

・古くからの大規模住宅団地や
既成市街地において、高齢化
や団地の老朽化に伴う環境の
荒廃化悪化の抑制や、団地内
コミュニティや自治活動等の活
性化が図れるよう、空地・空家
のアメニティ・交流空間としての
利活用促進や、公共施設の維
持・管理、日常生活ｻｰﾋﾞｽの充
実、住み替えや２世帯居住等
への支援を図るなど、地域住
民が主体的に取組むエリアマ
ネジメントの活動について支援
と誘導を図ります。 

 
◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の利用
や住替え支援等に係る情報に
ついて、民間等との連携を図り
つつ、提供促進を図ります。 

 

◆環境に配慮した住まいづくり
の誘導 

・地球環境問題は大きな課題で
あるとともに、豊かな自然に囲
まれた本市は、環境共生と大き
な関わりをもつまちでもあること
から、住宅の省エネルギー化
や太陽光発電システムの導入
促進など、環境にやさしい住宅
施策を一層推進・誘導します。 

 

◆公共交通サービスの維持・充実
の検討 

・公共交通サービスの空白地域
等において、公共交通サービ
スの利用促進と、高齢者も含め
て車非利用者が移動しやすい
環境づくりをめざし、費用対効
果に十分留意しつつ、デマンド
バスや乗合タクシーなど、地域
住民等とバス・タクシー事業者
が連携した日常的な移動の確
保方策について、検討を進め
ます。 
 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆成熟した大規模住宅団地のエ
リアマネジメントの取組み 

・成熟した大規模住宅地や既成市街
地において、住民が主体に地域の活
性化や防犯対策、既存ストックの有
効活用、維持管理など、快適な地域
づくりに継続的に取組むエリアマネ
ジメントの活動について支援と誘導
を図ります。 

◆環境に配慮した住まいづくり
の誘導 

・地球環境問題は大きな課題である
とともに、豊かな自然に囲まれた本
市は、環境共生と大きな関わりをも
つまちでもあることから、住宅の省
エネルギー化や太陽光発電システム
の導入促進など、環境にやさしい住
宅施策を一層推進・誘導します。 

◆公共交通サービスの検討 

・公共交通サービスの空白地域にお
いては、高齢者を含め、車の利用が
難しい方々が移動しやすい環境づく
りを目指し、費用対効果も充分に配
慮しながら、コミュニティバスや乗
合タクシーなどの方策について、地
域住民やバス・タクシー事業者など
とともに検討を進めます。 

◆未利用地を活かした、ゆとりあ
る住宅地の整備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農地や未利
用地は、地区計画制度や市街地整備
事業等を活用し周辺環境との調和に
留意し、地域の合意形成を進めなが
ら、都市基盤の伴った宅地整備の誘
導とともに、自然や田園環境との共
生をめざした、ゆとりある良好な居
住環境の形成を誘導していきます。 

◆協議･調整のまちづくり 

・より良いまちづくりに向けて、開
発事業に際しては、計画の初期段階
から市民が参加できる仕組みづくり
を検討します。 

 

◆学研高山第2工区のまちづくり 

・学研高山第 2 工区は、関係機関と
の連携のもと将来の方向性について
検討・調整します。 

 
 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

  
 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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◆周辺環境と調和した産業・学術
拠点機能の立地誘導 

・学研高山地区では、学研地区
の一層の拠点機能の強化に向
けて、周辺の自然環境や住宅
地などとの調和に留意しつつ、
関係機関との連携のもと、学術
機能等の土地利用の検討・調
整と誘導を図ります。 

・北田原地区では、周辺の住宅
地などと調和のとれた土地利
用を図るとともに、適切な関連
都市基盤（道路・下水道等）の
整備、税制面の優遇措置など
を行います。 

・企業立地促進に向け、公共交
通（バス）の利便性を高めま
す。 

・企業の移転情報を把握し、立
地要望が出た際に紹介できる
仕組みづくりを推進します。 

 
 

 

◆周辺環境と調和した産業・学術拠
点機能の導入と利活用 

・学研高山地区における交流施
設の利用促進や、学研都市関
係者と市民等が様々な交流が
図れるような機会の充実検討
や情報発信等の支援を図りま
す。 

 

 

◆周辺環境と調和した産業機能
の立地誘導 

・北田原地区等での企業の立地
促進に向けて、優れた立地性
や支援制度等の各種情報を積
極的に発信するとともに、周辺
地域コミュニティと協働できる機
会の検討を行います。 
 

◆生産環境を保全する土地利用
の誘導 

・原則として工業研究業務地に
ついて、住宅建設を制限しま
す。 

・工業研究業務地において住宅
地開発を進める際には、近接
する工場等の活動と市民生活
が共存できるよう、区域内に空
地を設けるなど、周辺環境に配
慮した指導に努めます。 
 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆周辺環境と調和した産業機能
の立地誘導 

・工業研究業務地への企業立地促進
に向けて、優れた立地性や支援制度
等の各種情報を積極的に発信すると
ともに、周辺地域コミュニティとの
協働のあり方についての検討を行い
ます。 

 

◆生産環境を保全する土地利用の
誘導 

・工業研究業務地において住宅地開発
を進める際には、近接する工場等の活
動と市民生活が共存できるよう、区域
内に空地を設けるなど、周辺環境に配
慮した指導に努めます。 
 

◆「産・学」連携の取り組み 

・新規事業の創出や企業立地の促進、
既存企業の活性化を図るため、企
業・大学院大学・行政との連携を促
進します。 

 
 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆地域と企業等との連携促進 

・学研高山地区の交流施設の利用促
進や、学研都市関係者と市民等の
様々な交流の充実や情報発信等の支
援を図ります。 

・企業見学等、地域に開かれた企業
活動の支援を検討します。 

・企業の地域貢献の取り組みのＰＲ
等の企業活動の支援を検討します。 

 

◆大学院大学や企業との連携強

化 

・奈良先端科学技術大学院大学や企
業と地域との連携強化につながる取
組を支援します。 
 
◆地場産業振興の取組み 

・生駒の伝統的な産業である「茶筅」
を始めとした竹製品の普及・振興を
図るための活動を支援します。 
 

◆周辺環境と調和した産業・学術
拠点機能の立地誘導 

・学研高山地区では、学研地区の一
層の拠点機能の強化に向けて、周辺
の自然環境や住宅地などとの調和に
留意し、関係機関との連携のもと、
研究型産業等の立地誘導を図りま
す。 

・北田原地区では、周辺の住宅地や
自然環境と調和のとれた土地利用を
図るとともに、適切な関連都市基盤
（道路・下水道等）の整備などを環
境に配慮しつつ行います。 

・企業立地促進に向け、公共交通（バ
ス）の利便性を高めます。 

・企業の移転情報を把握し、立地要望
が出た際に紹介できる仕組みづくり
を推進します。 
 
◆産業拠点を支えるアクセス道

路の強化 

・企業誘致を促進するため、国道
163 号バイパス線などの幹線道路
の整備を進めます。 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   産業機能を強化する 

～ 活力あふれる産業・学術・研究機能を強化し、定住魅力を高めよう ～ 

方針
３ 
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◆都市拠点を支える都市基盤の
整備・充実 

・拠点へのアクセスを向上させる
ため、周辺地域の道路網や駅
前広場、駐車・駐輪施設などの
公共施設を整備し、交通ターミ
ナルとしての機能の充実を図り
ます。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推
進するため、地区計画制度の
活用を進めます。 

 

 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に資す
る交流イベントや場所の提供等
の各種情報発信の取組みにつ
いて、支援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地区内
の施設・空間等を利用して、交
流イベントを企画・開催したり、
楽しみ方等を企画・提案・情報
発信する取組みについて、支
援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な環境の維持や一層の魅
力向上に向けて、地区計画制
度や景観法等の既存制度等の
活用促進をめざし、各種情報
の提供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民の一
体となった取組みや人材育成
を支援します。 

 

 

◆面的整備の推進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと集い、
楽しみ、交流することができる
拠点とするため、面的整備など
により計画的な土地利用を推
進し、商業・業務、文化・生涯
学習・交流、アミューズメント・
創造などの機能を備えた、活
気と賑わいある拠点形成を進
めます。 

・近鉄生駒駅周辺においては、
北口再開発事業の推進を図
り、本市のメインの玄関口・顔に
ふさわしい賑わいある機能の集
積強化と、質の高い景観形成
を図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺において
は、医療機関を中心とした、各
種関連サービス機能等の集積
強化を図り、特色ある拠点形成
を図り、生駒駅周辺拠点と連携
した集客性の高い広域拠点の
形成を図ります。 
 

◆高質で回遊魅力あふれる空間
形成の取組み 

・ゆとりあるパブリックスペースの
確保と、質の高い景観形成の
取組みを誘導・促進し、ハイア
メニティな空間形成を図り、集
客性と滞留性の高い拠点の魅
力を積極的に発信していきま
す。 

・ゆとりある歩行空間の確保や、
バリアフリー化、建築物や屋外
のパブリックスペースと連携し
た回遊性の高い空間づくりな
ど、誰もが安心して楽しく過ご
せ、歩き回遊したくなるような拠
点形成を誘導します。 

 

◆商店街の活性化 

・拠点周辺の商店街について、
店舗や販売促進イベント、回遊
環境等の魅力強化を図ります。 

 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆賑わいと風格のある拠点づく
りの推進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと集い、
楽しみ、交流することができる拠点
とするため、市街地整備事業など計
画的な土地利用を環境に配慮しつつ
推進し、活気と賑わいある拠点形成
を進めます。 

・生駒駅北口再開発事業の推進を図
り、本市の玄関口としての顔にふさ
わしい賑わいある機能の集積強化を
図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺においては、医
療機関を中心とした、各種関連サー
ビス機能等の集積を行うことによ
り、特色ある拠点形成を図り、生駒
駅周辺と連携した賑わいのある広域
拠点の形成を図ります。 

 
◆楽しく過ごせる拠点形成の取
組み 

・ゆとりある都市空間の確保と、良
好な景観形成を誘導・促進し、誰も
が楽しめるまちとしての魅力を積極
的に発信していきます。 

・ユニバーサルデザインのまちづく
りを進め、公共空間との連携により、
誰もが安心して楽しく過ごせる拠点
形成を誘導します。 
 

◆良好な市街地の形成 

・住宅、店舗等が密集している既成
市街地については、地区計画制度や
市街地整備等を誘導し、良好なまち
なみの形成を進めます。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協
調・共同建て替えの制度化について
検討します。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、
セットバックや、オープンスペース
の確保など、居住環境の向上を促進
します。 
 

 

 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆交流促進の取組み 

・拠点地区内の利用促進に向けた
交流イベントや場所の提供等の
各種情報発信の取組みを支援し
ます。 

・市民が拠点地区内の施設や空間
等を利用した楽しみ方等を企
画・提案・情報発信する取組みを
支援します。 
 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な環境の維持や一層の魅力
向上に向けて、地区計画制度や景
観法等の活用促進をめざし、各種
情報の提供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民の一体と
なった取組みや人材育成を支援
します。 
 

◆商店街の活性化 

・拠点周辺の商店街の、販売促進
イベントなどの様々な取組みを
支援し、市民参加による活性化を
図ります。 
 

◆まちなか住み替え支援 
・まちなか居住を推進するため空

家・空地の情報発信や住み替えの

ための支援等を検討します。 

 
 

 

 

◆都市基盤の整備・充実による交
通結節点の強化 

・拠点へのアクセスを向上させるた
め、周辺地域の道路網や駅前広場、
駐車・駐輪施設などの公共施設を、
環境に配慮しつつ整備し、交通ター
ミナルとしての機能の充実を図りま
す。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推進する
ため、地区計画制度等の活用を進めま
す。 
 
◆生駒駅前北口再開発地区の景観 

・生駒駅前北口再開発地区では、よ
り一層の良好な景観形成を目指し景
観形成地区への編入を行います。 
 
◆ユニバーサルデザインのまち
づくりの推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設
等を利用できるようユニバーサルデ
ザインに配慮した整備を進めます。 

・快適な歩行空間を確保するため、
自転車等放置禁止区域に指定し、放
置自転車の撤去を行います。 
 
◆土地の有効・高度利用の推進 

・交通の利便性を活かした都市型住
宅地を誘導するため、地域の特性に
応じ、土地の有効、高度利用を図る
ため、規制の緩和について検討しま
す。 
 
 
 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

２－３. 「誰もが移動しやすいコンパクトなまちづくり」の方針 

   都市拠点を強化する 

  ～ 広域的な賑わいと風格のある、魅力あふれる中心部に発展させよう ～ 

方針
１ 
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◆北生駒駅周辺の魅力ある拠点整
備の推進 

・北生駒駅周辺は、学研都市の
玄関口であり、学研都市の研
究者や来訪者等に対応した各
種利便施設やサービスの提
供、交流空間の確保など、民
間開発との連携のもと、更なる
活性化に向けて質の高い拠点
整備を推進していきます。 

・隣接する水辺や田園環境との
調和に十分留意した整備と、
高山地区へのエントランス部と
してふさわしい拠点形成を推
進・誘導していきます。 

 
◆地域拠点を支える都市基盤の整
備・充実 

・地域拠点へのアクセスを向上さ
せるため、周辺からのアクセス
道路網や歩道の整備・充実、
バリアフリー化、駐車・駐輪施
設など、地域の課題に応じた
公共施設等の整備を図り、地
域拠点のアクセス向上と、公共
交通機関の利用増進、さらに
は、駅周辺における交流人口
の増大による地域活性化を図り
ます。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な地域拠点を維持又は推
進するため地区計画制度の活
用を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に資す
る交流イベントや場所の提供等
の各種情報発信の取組みにつ
いて、支援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地区内
の施設・空間等を利用して、交
流イベントを企画・開催したり、
楽しみ方等を企画・提案・情報
発信する取組みについて、支
援を図ります。 

・各地域の顔や各種交流活動等
の拠点あ地区として、地域住民
に愛され利用される地区形成
をめざし、地域住民が自主的
に学習・交流・イベント等の活
動が行えるような場づくりにつ
いて、支援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な環境の維持や一層の魅
力向上に向けて、地区計画制
度や景観法等の既存制度等の
活用促進をめざし、各種情報
の提供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民の一
体となった取組みや人材育成
を支援します。 

 

 

◆身近な生活支援・交流拠点の形
成 

・主要な鉄道駅周辺で、日常的
な商業施設や各種生活利便施
設、公共施設等が周辺に立地
している地区について、公共交
通機関を利用しやすい交通環
境づくりと併せて、空地・空家
等を活用しつつ、日常生活支
援機能の維持・充実や、交流
環境の充実、良好な住宅の立
地誘導など、賑わいある地区
形成を図ります。 

 
◆回遊性の高いアメニティ空間

の形成 

・ゆとりある歩行空間やパブリック
スペースの確保、質の高い景
観形成、各地域の自然・田園・
歴史文化等の周辺地域資源を
活かしたネットワーク環境の充
実により、回遊性の高い、日常
的に愛される駅周辺地域の形
成を図ります。 

・環境形成に際しては、各拠点
の地域特性や周辺資源特性を
十分に踏まえつつ、個性的な
緑化や水辺空間の活用、歴史
文化的なモチーフの導入な
ど、各拠点が個性を競うような
魅力ある空間形成を進めます。 

 
◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の空地・空家の利
用や住替え支援等に係る情報
について、民間等との連携を図
りつつ、提供促進を図ります。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆身近な生活支援・交流拠点の形
成 

・主要な鉄道駅周辺で、各種生活利
便施設や公共施設等が立地している
地区について、日常生活支援機能の
維持と充実を図ります。 

◆乗り換え利便性の向上 

・電車とバスを利用しやすい乗り換
え利便性の向上に向け、交通環境づ
くりを検討します。 

 
◆個性と魅力ある拠点の形成 

・ゆとりある歩行空間や公共空間と
良好な景観形成を図り、特色ある地
域資源のネットワーク化により、歩
き回れる、地域に愛される拠点の形
成を図ります。 
 

◆良好な市街地の形成 

・住宅、店舗等が密集している既成
市街地については、地区計画制度や
市街地整備等を誘導し、環境に配慮
した良好なまちなみの形成を進めま
す。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協
調・共同建て替えの制度化について
検討します。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、
セットバックや、オープンスペース
の確保など、居住環境の向上を促進
します。 
 

 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆交流促進の取組み 

・拠点地区内の利用促進に資する交
流イベントや場所の提供等の各種情
報発信の取組みについて、支援しま
す。 

・各地域の特性や各種交流活動の拠
点地区として、地域住民に愛され利
用される拠点をめざし、地域住民が
学習・交流イベント等の活動が行え
るような場づくりについて支援しま
す。 
 
◆地区計画等のまちづくりの取

組み 

・良好な環境の維持や一層の魅力向
上に向けて、地区計画制度や景観法
等の活用促進をめざし、各種情報の
提供や相談、専門家派遣、人材交流
など、地域住民の一体となった取組
みや人材育成を支援します。 

 
◆まちなか居住の住み替え支援 

・拠点地区内の空地・空家の利用や
住替えへの支援等の方策について、
民間等との連携を図り検討します。 

 
 

 

◆学研北生駒駅周辺の魅力ある拠
点整備の推進 

・北生駒駅周辺は、大学院大学や企
業の研究者や来訪者等に対応した各
種利便施設やサービスの提供、交流
空間の確保など、民間開発との連携
のもと、更なる活性化に向けて質の
高い拠点整備を推進していきます。 

・隣接する低層住宅地や水辺や田園
環境との調和に十分留意した整備
と、新しい北部の拠点としての拠点
形成を推進・誘導するため地区計画
制度の導入をしていきます。 
 

◆学研奈良登美ヶ丘駅周辺の魅力
ある拠点整備の推進 

・近鉄けいはんな線の始発駅である
学研奈良登美ヶ丘駅の周辺は、快適
で利便性の高い交通網を充実させ、
中高層住宅と日常生活の利便施設を
誘導することにより更なる活性化に
向けて質の高い拠点整備を、隣接す
る奈良市と協議しながら進めていき
ます。 

・新たな開発の際には、地区計画と
景観保全型広告整備地区等の指定に
より良好な景観形成に努めます。 
 

◆白庭台駅周辺の魅力ある拠点整
備の推進 

・大規模住宅開発地内の白庭台駅周
辺は、良好な住環境の維持増進を図
ります。 
 

◆南生駒駅周辺の魅力ある拠点整
備の推進 

・南地区での唯一の地域拠点である
南生駒駅周辺については、地域拠点
にふさわしい賑わいと魅力ある市街
地の形成を進めます。 

 
◆地域拠点を支える都市基盤の整
備・充実 

・地域拠点へのアクセスを向上させ
るため、周辺からのアクセス道路網
や歩道の整備・充実、バリアフリー
化、駐車・駐輪施設など、地域の課
題に応じた公共施設等の整備を、環
境に配慮しつつ図ります。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   地域拠点を強化する 

  ～ 地域の顔となり身近な生活や交流を支援する拠点機能を育くもう ～ 

方針
２ 
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行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

 ◆ユニバーサルデザインのまち
づくりの推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設
等を利用できるようユニバーサルデ
ザインに配慮した整備を進めます。 

・快適な歩行空間を確保するため、
自転車等放置禁止区域に指定し、放
置自転車の撤去を行います。 
 

◆土地の有効・高度利用の推進 

・交通の利便性を活かした都市型住
宅地を誘導するため、地域の特性に
応じ、土地の有効、高度利用を図る
ため、規制の緩和について検討しま
す。 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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◆幹線道路網の整備 

・南北幹線道路の強化のため、
枚方大和郡山線、国道 168 号
線などの広域道路の整備を関
係機関とともに推進します。 

・道路ネットワークを効果的なも
のにするため、隣接市町と調整
のうえ、都市計画道路の整備を
計画的に進めます。（高山富雄
小泉線・奈良西幹線、国道 163
号バイパス線など） 

・交通事故多発地域における道
路改良や、交通安全施設の整
備など、円滑な交通処理の対
策を図ります。 
 

◆公共交通拠点へのアクセス強
化 

・生駒駅周辺の都市計画道路な
ど、都市拠点を支え、公共交通
の利用促進を促すアクセス幹
線道路について、整備を図りま
す。 

・北生駒駅など、主要拠点駅へ
のアクセスを向上させるため、
地域の課題に応じて、周辺から
のアクセス道路網や歩道の整
備・充実等を図ります。 
 

◆産業拠点を支えるアクセス道
路の強化 

・北田原地区では、企業誘致を
促進するため、国道 163 号バイ
パス線などの適切な幹線道路
の整備を行います。 

・学研高山第２工区では、関係機
関との連携のもと、将来の方向
性について検討・調整を図って
いきます。 

・新たな幹線道路については、
バス路線としての活用を検討し
ます。 
 
 

 

 

◆学習機会拡充の取組み 

・公共交通、駐車・駐輪場、道
路・交通対策等のあり方につい
て、利用情報の提供促進や、
利用促進に係る意識啓発に資
する情報発信を図ります。 

 
◆公共交通の利用促進の取組み 

・市民が自主的に、鉄道・バスの
利用情報や、関連する駅・バス
停周辺の利便施設や地域資源
を楽しむための情報を収集・整
理・発信し、みんなが利用した
くなるような環境づくりを進める
取組みについて、支援を図りま
す。 

・市民が自主的に、公共交通利
用と併せて、企画・開催するよう
な交流イベントの取組みについ
て、支援を図ります。 

 
◆迷惑駐車等の抑制に関する取

組み 

・ボランティアによる迷惑駐車・駐
輪等の取締まりを支援・推進し
ます。 

 

 

◆都市計画道路網のあり方検討 

・長期にわたって未着手となって
いる都市計画道路について、
「奈良県都市計画道路の見直
しガイドライン」に基づき、将来
交通量や市民等のニーズを踏
まえつつ、既存路線の活用や
交通規制などを含めて整備の
必要性を点検・検証し、必要に
応じて変更・廃止などの見直し
を検討します。 
 

◆公共交通サービスの維持・充実
の検討 

・市民・交通事業者・行政などで
構成する組織において、今後
の本市の公共交通に関する方
策を示す計画を策定するととも
に、計画に基づき、バス・鉄道
サービスの維持・充実につい
て、関係機関との連携のもと、
取組みを図り、公共交通の利
便性の向上を図ります。 

・公共交通サービスの空白地域
において、公共交通サービス
の利用促進と、高齢者も含めて
車非利用者が移動しやすい環
境づくりをめざし、費用対効果
に十分留意しつつ、デマンドバ
スや乗合タクシーなど、地域住
民等とバス・タクシー事業者が
連携した日常的な移動の確保
方策について、検討を進めま
す。 

・バスの利用促進に向けて、バス
の運行状況をわかりやすく提
示するバスマップやバス案内シ
ステムの導入について、関係
機関とも連携しつつ検討を進
めます。 

・駅周辺へのマイカー乗り入れ規
制など、ノーマイカーデーを推
進します。 
 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆都市計画道路網のあり方検討 

・長期にわたって事業未実施区間を
持つ都市計画道路について、交通機
能や本市まちづくり計画を基に現在
決定している都市計画道路の必要性
を検証し、存続・変更・廃止などの
見直しを検討します。 

 
◆快適でゆとりある歩行者空間
の確保 

・歩道に建物等のセットバックを加
え、宅地内緑の充実により、快適で
楽しめる歩道の整備に努めます。 
 

◆公共交通サービスの検討 

・バス・鉄道をはじめとする公共交
通サービスの維持・充実について、
関係機関との連携のもと、取り組み
を検討し、利便性の向上を目指しま
す。 

・公共交通サービスの空白地域にお
いては、高齢者を含め、車の利用が
難しい方々が移動しやすい環境づく
りを目指し、費用対効果も充分に配
慮しながら、コミュニティバスや乗
合タクシーなどの方策について、地
域住民やバス・タクシー事業者など
とともに検討を進めます。 

・バスの利用促進に向けて、バスの
運行状況をわかりやすく提示する方
策について、関係機関とも連携し検
討を進めます。 

・公共交通の利用を促進するととも
に、地球環境への影響を配慮し、ノ
ーマイカーデーや駅周辺へのマイカ
ー乗り入れ規制の導入について検討
を進めます。 

 
◆地域の生活交通の維持や活性
化 

・地域の生活交通のあり方を検討す
るため、市民・交通事業者・行政な
どで構成する生駒市地域公共交通活
性化協議会を設置します。 
 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆意識啓発への取組み 

・道路・交通対策等のあり方につい
て、利用情報の提供促進や、利用促
進に係る意識啓発のための情報発信
を図ります。 

・市民の公共交通サービスに関する
施策のあり方や利用促進への意識を
啓発するために、公共交通サービス
の状況や利用情報など、情報の発信
を図ります。 
 
◆公共交通の利用促進の取組み 

・鉄道・バス等の公共交通や、駅・
バス停周辺の施設などについて、利
用情報を収集し発信することで、誰
もが公共交通を利用しやすい環境づ
くりにつながる、市民が自主的に進
める取組みに対し、支援を図ります。 

・公共交通利用への意識付けや利用
促進につながる、市民が自主的に進
めるイベント開催等への取組みに対
し、支援を図ります。 

 
◆迷惑駐車等の抑制に関する取

組み 

・ボランティアによる迷惑駐車・駐
輪等の取締まりを支援・推進します。 
 

 

◆幹線道路網の整備 

・道路ネットワークを効果的なもの
にするため、隣接市町と調整のうえ、
都市計画道路の整備を計画的に進め
ます。 

（高山富雄小泉線・奈良西幹線、国
道 163 号バイパス線など） 

・交通事故多発地域における道路改
良や、交通安全施設の整備など、円
滑な交通処理の対策を図ります。 

・円滑な道路交通を確保するため渋
滞交差点の解消を図ります。 

 
◆公共交通拠点へのアクセス強

化 

・生駒駅周辺の都市計画道路など、
都市拠点を支え、公共交通の利用促
進を促すアクセス幹線道路につい
て、整備を図ります。 

・学研北生駒駅など、主要拠点駅へ
のアクセスを向上させるため、地域
の課題に応じて、周辺からのアクセ
ス道路網や歩道の整備・充実等を図
ります。 

 
◆交通需要マネジメントの推進 

・自家用車を利用する市民が、交通
手段やその利用方法を工夫して、交
通混雑を緩和するためのﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築に向け、その制度の検
討を進めます。 
 
◆拠点駅での交通結節点の機能
強化 

・都市拠点や地域拠点では、地域の
特性に合わせ、利用者の立場を考慮
した整備を進めます。 

 
◆環境に配慮した道路整備の実
施 

・幹線道路等の整備にあたっては、
透水性舗装や低騒音舗装を行うな
ど、環境に配慮した整備を推進しま
す。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   交通環境を充実する 

  ～ 誰もが移動しやすい交通環境を、みんなで支え、高めよう ～ 

方針
３ 
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 ◆自転車の利用の対策の推進 

・生駒駅・東生駒駅・白庭台駅・
学研北生駒駅周辺において、
自転車等放置禁止区域に指定
し、放置自転車等の撤去を行
います。 

・学研奈良登美が丘駅周辺につ
いても奈良市と調整の上、禁止
区域指定について検討しま
す。 

 
 

 

◆駅周辺の駐車・駐輪対策の推進 

・生駒駅・東生駒駅周辺を違法
駐車等防止重点地域に指定
し、交通指導員による巡回・啓
発活動を推進します。 

・生駒駅北口開発と併せて、駐
車場の拡充を図るとともに、各
鉄道駅周辺について、空地等
を活用しつつ、関係機関と連
携しつつ、地域の実情・課題に
応じた駐車・駐輪施設の充実
を検討していきます。あ 

 
◆自転車の利用促進の対策 

・マイカー利用のみに頼らない生
活スタイルの普及をめざし、自
転車通行空間の充実や、電動
アシスト自転車の普及支援、レ
ンタサイクルの活用促進、自転
車シェアリングの支援など、自
転車利用を促進する取り組み
を検討していきます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆駅及び駅周辺のユニバーサル
デザインの推進 

・公共交通機関の利便性と安全性の
向上のため、鉄道事業者や関係機関
と連携しながら駅とその周辺をユニ
バーサルデザインに配慮した整備を
進めます。 
 
◆自転車の利用促進 

・マイカー利用のみに頼らない生活
スタイルの普及をめざし、自転車通
行空間の充実や、電動アシスト自転
車の普及支援、レンタサイクルの活
用促進、自転車シェアリングの支援
など、環境にやさしい自転車利用を
促進する取り組みを検討していきま
す。 

・CO2 削減の手段の一つとして、公
共交通の利用を促進するため、駅だ
けでなくバス停における駐輪施設の
整備についても調査・検討していき
ます。 
 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

 ◆駅周辺の駐車・駐輪対策の推進 

・生駒駅・東生駒駅周辺を違法駐車
等防止重点地域に指定し、交通指導
員による巡回・啓発活動を推進しま
す。 

・生駒駅北口開発と併せて、駐車場
の拡充を図るとともに、各鉄道駅周
辺について、空地等を活用しつつ、
関係機関と連携しつつ、地域の実
情・課題に応じた駐車・駐輪施設の
充実を検討していきます。 

・生駒駅・東生駒駅・白庭台駅・学
研北生駒駅周辺において、自転車等
放置禁止区域に指定し、放置自転車
等の撤去を行います。 

・学研奈良登美ヶ丘駅周辺について
も奈良市と調整の上、禁止区域指定
について検討します。 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に
向けて、地域住民が学んだり話
し合ったりする自治会等の活動
について、情報発信や相談な
ど支援を図ります。 

・市民がお互いに快適に住むた
めの生活上のルールについ
て、みんなで確認し話合い、守
っていくための情報発信や学
習機会の提供について支援を
図ります。 

 
◆地区計画等のまちづくりの取

組み 

・良好な住環境の維持・向上に
向けて、地区計画制度や景観
法等の既存制度等の活用促進
をめざし、各種情報の提供や
相談、専門家派遣、人材交流
など、地域住民の一体となった
取組みや人材育成を支援しま
す。 
 

◆住宅改良等の情報発信の取組
み 

・市民全てが高齢期を迎えても
高齢者が、住み慣れた地域・
住宅で、安心・安全な生活が送
れるよう、耐震改修やリフォー
ム、バリアフリー化など、住宅の
改良等に資する各種情報の発
信を支援します。 
 

 
 

 

 

◆市営住宅の適正な維持管理の

推進 

・市営住宅の適切な維持管理に
より、建築物の長寿命化と、良
好な住宅環境を維持するととも
に、高齢者等に配慮した居住
空間のバリアフリー化を進めま
す。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な住宅・住宅地を維持・保
全するため地区計画制度の活
用を進めます。 

 

◆開発事業の透明化 

・法令と市民ニーズに即したまち
づくりを進めるための手法を検
討します。 

 
 

 

◆既成市街地における、居住環境
の改善 

・道路や公園などの都市基盤が
十分に整備されていない既成
市街地では、地区計画制度等
を活用しつつ、地域の合意形
成を進めながら、木造老朽家
屋の更新・不燃化や、協調建
替、共同化等を図り、居住環境
の向上を誘導していきます。 

・住宅が密集する区域について
は、建て替え時に不燃化や共
同建て替えを支援し、セットバ
ックなどによりオープンスペー
スの確保を行い地域の安全性
を確保します。 

◆低・未利用地を活かした、ゆと
りある住宅地の整備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農地や
未利用地を含む地区では、周
辺環境との調和に留意しつ
つ、地区計画制度や面的な整
備手法等を活用しつつ、地域
の合意形成を進めながら、都
市基盤の伴った宅地整備の誘
導とともに、自然や田園環境と
の共生をめざした、ゆとりある良
好な居住環境の形成を誘導し
ていきます。 

◆古くからの大規模住宅団地の
エリアマネジメント取組み 

・古くからの大規模住宅団地や
既成市街地において、高齢化
や団地の老朽化に伴う環境の
荒廃化悪化の抑制や、団地内
コミュニティや自治活動等の活
性化が図れるよう、空地・空家
のアメニティ・交流空間としての
利活用促進や、公共施設の維
持・管理、日常生活ｻｰﾋﾞｽの充
実、住み替えや２世帯居住等
への支援を図るなど、地域住
民が主体的に取組むエリアマ
ネジメントの活動について支援
と誘導を図ります。 

◆安全な住宅地づくりの誘導 

・減災や防犯に配慮した住宅地
開発を指導・誘導します。 

◆既成市街地の居住環境の改善 

・都市基盤が十分に整備されていな
い既成市街地では、地区計画制度や
市街地整備等により、公園などの公
共施設の整備を誘導します。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協
調・共同建て替えの制度化について
検討します。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、
セットバックや、オープンスペース
の確保など、居住環境の向上を促進
します。 

 
◆未利用地を活かした、ゆとりあ

る住宅地の整備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農地や未利
用地は、地区計画制度や市街地整備
事業等を活用し周辺環境との調和に
留意し、地域の合意形成を進めなが
ら、都市基盤の伴った宅地整備の誘
導とともに、自然や田園環境との共
生をめざした、ゆとりある良好な居
住環境の形成を誘導していきます。 

 
◆成熟した大規模住宅団地のエ

リアマネジメント取組み 

・成熟した大規模住宅地や既成市街
地において、住民が主体に地域の活
性化や防犯対策、既存ストックの有
効活用、維持管理など、快適な地域
づくりに継続的に取組むエリアマネ
ジメントの活動について支援と誘導
を図ります。 
 

◆安全・安心な住宅地づくりの誘
導 

・新たな住宅地開発等では、減災や
防犯に配慮した安全・安心な住宅地
開発を指導・誘導します。 

・新たな住宅地開発等では、日常の
コミュニティと災害時の機能も考慮
した親しめる緑地や集まれる公園と
するよう指導・誘導します。 

 
 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に向け
て、地域住民が行う活動について、
情報発信や相談など支援します。 

・市民がお互いに快適に住むための
生活上のルールについて、みんなで
確認し話合い、守っていくための情
報発信や学習機会の提供について支
援します。 

・高齢者が、住み慣れた地域・住宅
で、安心・安全な生活が送れるよう、
耐震改修やユニバーサルデザインに
配慮した、住宅の改良等を支援しま
す。 
 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な住環境の維持や一層の魅力
向上に向けて、地区計画制度や景観
法等の活用促進をめざし、各種情報
の提供や相談、専門家派遣、人材交
流など、地域住民の一体となった取
組みや人材育成を支援します。 
 
 

◆協議･調整のまちづくり 

・より良いまちづくりに向けて、開
発事業に際しては、計画の初期段階
から市民が参加できる仕組みづくり
を検討します。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な住宅・住宅地を維持・保全す
るため地区計画制度の活用を進めま
す。 

 

◆災害危険地の住宅地整備 

・急傾斜地や活断層線上の土地利用
については、土砂災害や地震の被害
を防ぐための仕組みを検討します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

２－４. 「みんなが住み続けられる安全・安心なまちづくり」の方針 

   住環境を充実する 

  ～ 地域の実情に応じて、住環境をみんなで充実していこう ～ 

方針
１ 
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◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄
化槽への転換、浄化槽や宅地
内配水設備の適正な維持管理
について、市民への啓発と理
解の推進を図ります。 

 

◆資源循環型社会への取組みの
支援 

・ごみの減量・発生抑制・リサイク
ル促進に向けて、市民への啓
発活動や情報提供を図ります。 

・ごみの不法投棄を防止するた
め、市民への啓発等の情報発
信や学習機会の拡充を支援し
ます。 

・市民が自主的に行う、環境美化
等の取組みを支援します。 

 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃から
の節水と給水装置の適正な維
持管理について、市民等への
支援を図ります。 

 

 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備とともに、合
併処理浄化槽などの生活排水
処理施設の設置を促進し、快
適な生活環境づくりと河川水質
の向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山田川
浄化センターや下水道管渠な
どの下水道施設の適正な維
持・管理を図ります。 
 

◆廃棄物処理施設の整備と資源
循環型社会の推進 

・清掃リレーセンターおよび清掃
センターの適正な管理・運営に
努め、処理能力の維持・向上を
図ります。 

・資源ごみの適正な分別・回収
するシステムの整備を推進し、
リサイクル拠点の整備および
BDF の利活用を図ります。 

・新たなエネルギー（バイオマス、
太陽光、雨水など）を利活用す
る取組みの調査・検討を進めま
す。 

 

◆上水道の安定供給の推進 

・安定した水道水の供給を図るた
め、将来の企業立地動向と需
要を踏まえつつ、水道水源の
確保を図ります。 

・水質の維持・浄水技術の向上
のため、浄水場の統合・改良を
進めます。 

・雨水などを利用する手法の調
査・検討を図り、水資源の有効
活用を進めます。 

・災害時でも安定した水道水供
給が行えるよう、施設の耐震化
及び設備の改良を図ります。 

 

 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄
化槽への転換、浄化槽や宅地
内配水設備の適正な維持管理
について、指導・誘導を図りま
す。 

 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃から
の節水と給水装置の適正な維
持管理について、啓発・指導を
図ります。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄化槽
への転換、浄化槽や宅地内配水設備
の適正な維持管理について、指導・
誘導を図ります。 
 

◆資源循環型社会の推進 

・環境にやさしいバイオディーゼル
燃料（BDF）の利活用の促進に向け
て取り組みます。 

・新たなエネルギー（バイオマス、
太陽光・熱、雨水など）を利活用す
る取組みを進めます。 

・３R（ごみの減量・発生抑制、再使
用、リサイクル）の推進に向けて、
調査・検討していきます。 

・現在実施している「もったいない
食器市」をはじめとして、様々な資
源のリユース・リサイクルの取組み
を推進します。 

 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃からの
節水と給水装置の適正な維持管理に
ついて、啓発・指導を図ります。 
 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄化槽
への転換、浄化槽や宅地内配水設備
の適正な維持管理について、市民へ
の啓発と理解の推進を図ります。 
 

◆資源循環型社会の構築にむけ
た支援 

・ごみの減量化・発生抑制・リサイ
クルの促進に向けて、市民への啓発
活動や情報提供を行います。 

・ごみの不法投棄を防止するため、
市民への啓発等の情報発信や学習の
機会の充実を支援します。 

・市民が自主的に行う、環境美化の
取組みを支援します。 
 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃からの
節水と給水装置の適正な維持管理に
ついて、啓発・指導を図ります。 
 

 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備とともに、合併
処理浄化槽などの生活排水処理施設
の設置を促進し、快適な生活環境づ
くりと河川水質の向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山田川浄化
センターや下水道管渠などの下水道
施設の適正な維持・管理を図ります。 

 
◆資源循環型社会の推進 

・資源ごみの適正な分別・回収を行
うシステムの整備を行うとともに、
リサイクル拠点の整備を推進しま
す。 
 
◆処理施設の管理運営 

・清掃リレーセンター及び清掃セン
ターの処理能力の維持・向上を図り
ながら、施設の適正名管理・運営に
努めます。 
 
◆水道ビジョンに基づく安全・快

適な水の供給の推進 

・安定した水道水の供給を図るため、
将来の企業立地動向と需要を踏まえ
つつ、水道水源の確保を図ります。 

・水質の維持・浄水技術の向上のた
め、浄水場の統合・改良を進めます。 

･災害時でも安定した水道水供給が
行えるよう、施設の耐震化及び設備
の改良を図ります。 
 

◆雨水の有効利用の推進 

・地球環境にやさしい施策の一つと
して、雨水などを利用する手法の調
査・検討を図ります。 
 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   生活基盤を充実する 

～ 生活基盤をみんなで充実し、持続可能な地域づくりを進めよう ～ 

方針
２ 
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◆防災まちづくりの推進 

・市が管理すべき河川・水路につ
いて、地域の現状に配慮した
治水対策を講じるとともに、竜
田川、富雄川等の一級河川の
改修を県に働きかけていきま
す。 

・市有建築物や避難施設の早急
な耐震診断と適切な改修を実
施します。 

・既存の公園の防災機能のあり
方について、検討していきま
す。 

・災害の抑制を図るため、減災に
資する自然地等の保全を図る
とともに、防災上問題があり宅
地利用に適さない土地につい
ては、宅地利用の規制・誘導を
検討していきます。 

・緊急輸送活動の確保、道路交
通管制体制の整備を関係機関
との連携を図りながら推進しま
す。 

・道路等の透水性舗装等により、
雨水の保水能力を高めます。 

 

◆減災まちづくりの推進 
・災害危険個所の継続調査を進

めるとともに、その結果を踏まえ
つつ、避難場所等の総点検と
指定の見直しを図っていきま
す。 

・大和川流域の総合治水対策と
して、ため池治水利用施設や
雨水貯留浸透施設の整備を行
います。 

・市有建築物や避難施設の早急
な耐震診断と適切な改修を実
施します。 

・災害の抑制を図るため、減災に
資する自然地等の保全を図る
とともに、防災上問題があり宅
地利用に適さない土地につい
ては、宅地利用の規制・誘導を
検討していきます。 

・防災に関する様々なハザード
マップ、危険度マップの作成、
配布等による防災情報の発信
を図ります。 

 

 

◆市街地の耐震化・不燃化の取組
みの支援 

・一般建築物の耐震診断・改修
の支援を継続し、耐震化を推
進していきます。 

 
◆自主防災組織の結成支援 

・自主防災組織の結成の推進、
資機材整備の支援を図ります。 

 
◆防災意識の啓発、向上と自主防
災体制の整備強化 

・市民・企業の防災意識の向上
を図るため、様々な方法、機会
を通じて、ハザードマップ、災
害危険個所、避難場所、地域
防災計画など、防災に関する
情報提供を行います。 

・自主防災組織の結成を促進す
るとともに、住民等の防災訓練
への参加促進を図ります。 

・自治会等のコミュニティ形成や
情報把握・伝達体制づくりの重
要性に関する意識啓発に係る
情報発信や学習機会づくりを
支援していきます。 

 

◆あいさつ、見守り活動の啓発 

・安全安心なまちづくりと、市民
の自主的な防災・防犯活動に
つながるあいさつ運動や見守り
活動が進められるよう啓発に努
めます。 

 

◆地域の安全・安心を知る取組み 

・自分たちが住んでいる地域に
ついて、地域住民が、防災・交
通安全等の面で危険な場所が
ないか、災害時の避難活動等
の問題はないか等、安全・安心
に係る問題・課題を調べたり知
るような取組みの支援を図りま
す。 

 

◆都市基盤の防災対策の取組み 

・上・下水道、電気、ガス、通信な
どのライフラインについて、災
害時における被害の軽減を図
るため、耐震化を推進します。 

・ため池崩壊を未然に防ぐため、
マニュアルシートの作成を指導
し、適切な維持管理を支援して
いきます。 

・危険物施設の保安の強化、施
設の保全、耐震化、保安指導
の強化を図ります。 
 

◆市街地の耐震化・不燃化の取組
み 

・道路が狭く木造老朽建築物が
密集する既成市街地におい
て、建築物の耐震化の促進、
建物の更新と併せたオープン
スペースの確保など、市街地の
防災性の向上を図っていきま
す。 
 

◆都市の防災構造の強化 

・地域内の防火、防災対策の推
進、防災空間、防災拠点の体
系的整備を図っていきます。 
 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的確な
判断に基づき行動ができるよ
う、災害時の情報処理方法や
対応をマニュアル化し、情報シ
ステムとして整備します。 

・災害時要援護者や観光客も含
めた的確な避難が図れるよう、
要援護者情報の把握に努める
とともに、関係機関等との連携
のもと、避難・誘導体制の強化
を図ります。 

・発災時の活動に必要な様々な
技術、スキルの習得、向上のた
め市民と協働で市民参加型の
防災訓練を実施します。 

 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆都市基盤の防災対策の取組み 

・上・下水道、電気、ガス、通信な
どのライフラインについて、災害時
における被害の軽減を図るため、耐
震化を推進します。 

・ため池崩壊を未然に防ぐため、マ
ニュアルシートの作成を指導し、適
切な維持管理を支援していきます。 

・危険物施設の保安の強化、施設の
保全、耐震化、保安指導の強化を図
ります。 

 

◆市街地の耐震化・不燃化の取組
み 

・木造老朽建築物の耐震化の促進、
建物の更新と併せた公園やオープン
スペースの確保、セットバック等に
よる生活道路の拡幅など、市街地の
防災性の向上を図っていきます。 

 

◆都市の防災構造の強化 

・地域内の防火、防災対策の推進、
防災空間、防災拠点の体系的整備を
進めます。 
 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的確な判断
に基づき行動ができるよう、災害時
の情報処理方法や対応をマニュアル
化し、情報システムとして整備しま
す。 

・災害時要援護者や観光客も含めた
的確な避難が図れるよう、要援護者
情報の把握に努めるとともに、関係
機関等との連携のもと、避難・誘導
体制の強化を図ります。 

・発災時の活動に必要な様々な技術、
スキルの習得、向上のため市民と協
働で市民参加型の防災訓練を実施し
ます。 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆市街地の耐震化の取組み 

・一般建築物の耐震診断・改修の支
援を継続し、耐震化を推進していき
ます。 
 
◆自主防災組織の結成支援 

・自主防災組織の結成の推進を図り、
結成された組織に対して資機材整備
の支援を行います。 
 
◆防災意識の啓発、向上と自主防
災体制の整備強化 

・市民・企業の防災意識の向上を図
るため、様々な方法、機会を通じて、
ハザードマップ、災害危険個所、避
難場所、地域防災計画など、防災に
関する情報提供を行います。 

・自主防災組織の結成を促進すると
ともに、住民等の防災訓練への参加
促進を図ります。 

・自治会等のコミュニティ形成や情
報把握・伝達体制づくりの重要性に
関する意識啓発に係る情報発信や学
習機会づくりを支援していきます。 
 

◆あいさつ、見守り活動の啓発 

・安全安心なまちづくりと、市民の
自主的な防災・防犯活動につながる
あいさつ運動や見守り活動が進めら
れるよう啓発に努めます。 
 

◆地域の安全・安心を知る取組み 

・自分たちが住んでいる地域につい
て、地域住民が、防災の面で危険な
場所がないか、災害時の避難活動等
の問題はないか等、安全・安心に係
る問題・課題を調べたり知るような
取組みの支援を図ります。 
 
 

◆防災まちづくりの推進 

・河川・水路については、地域の現
状と環境に配慮した治水対策を講じ
るとともに、竜田川、富雄川等の一
級河川の改修を行っていきます。 

・市有建築物の早急な耐震診断と適
切な改修を実施します。 

・新たな市街地等の形成を図る際に
は、土砂災害や洪水等の発生危険性
を十分に考慮し、規制・誘導を行い
ます。 

・緊急輸送活動の確保、道路交通の
管制体制の整備を、関係機関との連
携を図りながら推進します。 
 

◆減災まちづくりの推進 

・災害危険個所の継続調査を進める
とともに、その結果を踏まえつつ、
避難場所等の総点検と指定の見直し
を図っていきます。 

・大和川流域の総合治水対策として、
ため池治水利用施設や雨水貯留浸透
施設の整備を行います。 

・市有建築物や避難施設の早急な耐
震診断と適切な改修を実施します。 

・災害の抑制を図るため、減災に資
する自然地等の保全を図るととも
に、防災上問題があり宅地利用に適
さない土地については、宅地利用の
規制・誘導を検討していきます。 

・防災に関する様々なハザードマッ
プ、危険度マップの作成、配布等に
よる防災情報の発信を行います。 

・避難所となる公共施設については、
太陽光発電システムを導入するな
ど、災害が発生した際の避難所機能
の維持に向けた施策について検討し
ていきます。 
 

◆治水・水防対策 

・小規模な河川・水路の改修・整備
を計画的・効率的に行い、通水機能
を確保し、治水・水防対策に努めま
す。 
 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

   安全・安心を育む 

～ 身近な環境における安全・安心を、みんなで育もう ～ 

方針
３ 
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◆安全・安心な地域づくりへの取
組み 

・安全・安心な地域づくりに向け
て、地域住民が学んだり話し合
ったりする自治会等の活動に
ついて、支援を図ります。 

・各種情報の提供や相談、専門
家派遣、人材交流など、地域
住民の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

 

◆地域主体の健康づくり 

・地域の歩こう会や公共用地の
管理など自主的な住民の健康
づくり活動が進められるよう支
援します。 

 

◆防災ボランティア団体、量販店
等との連携促進 

・災害時における人材や物資等
の確保や活動を進めるため、
防災ボランティア団体や量販
店等との協定を行い、連携した
防災対策を進めていきます。 

 

◆情報提供や伝達体制の整備 

・様々な危機事象に対応する計
画マニュアルを作成します。 

・要援護者安否確認支援体制を
確立します。 

・行政と地域の諸団体、医療など
の機関と連携した健康ネットワ
ークづくりを推進します。 

 

◆災害時活動に資するまちづくり
の推進 

・災害発生時の効果的な復興ま
ちづくりを図るため、事前復興
計画を検討します。 

・学校等の避難所における太陽
光発電システムの導入を検討
していきます。 

 

 

◆避難路沿道の建物の耐震化・不
燃化の促進 

・広域避難地や一時避難地への
避難が安全に行われるよう、避
難路沿道建物の耐震化や不燃
化を検討します。 

 

◆開発基準による安全な住宅地
の誘導 

・減災や防犯に配慮した住宅地
開発を指導・誘導します。 

 

◆公益施設のバリアフリー化 

・不特定多数の人が利用する商
業施設等の民間公益施設につ
いて、バリアフリー化を指導・誘
導していくとともに、市民等が
自主的に行うバリアフリー調査
を支援していきます。 

 
◆道路の交通安全対策の取組み 

・交通事故が多発する住宅地等
において、地域住民との協働
のもと、車両への交通規制や
注意喚起の取組み等を検討し
ていきます。 

 
◆協働による狭隘な生活道路の

改善と、歩行環境の充実 

・既成市街地等における、安全
面や防災面で問題がみられる
狭あいな主要生活道路につい
ては、日常生活における快適
で便利な交通を確保するた
め、地権者の協力を得ながら、
車両通行規制による安全な通
行の確保を図るとともに、沿道
建物の更新と併せたセットバッ
ク等により、道路拡幅や歩行空
間の整備に努めます。 

 
◆高齢者福祉等の支援環境の充

実 

・自治会等と連携しつつ、高齢者
サロンとして活動できる場所の
拡大を図ります。 

・地域福祉活動のための拠点の
整備を支援し、住民の福祉活
動への参加や地域の交流を促
進します。 

 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆避難路沿道の建物の耐震化・不

燃化 

・広域避難地や一時避難地への避難
が安全に行われるよう、避難路沿道
建物の耐震化や不燃化を促進してい
くための制度について検討します。 
 

◆開発基準による安全な住宅地

の誘導 

・減災や防犯に配慮した住宅地開発
を指導・誘導します 
 

◆貯留・浸透施設の設置 

・貯留・浸透施設の設置に努め地域
全体で雨水の流出を抑制し、浸水被
害軽減に努めます。 
 

◆被害の実態調査 

・降雨時における溢水・浸水被害の
実態調査を市民が行い、河川・水路
の改修整備計画の基礎資料としま
す。 
 

◆道路の交通安全対策の取組み 

・交通事故が多発する住宅地等にお
いて、地域住民との協働のもと、車
両への交通規制や注意喚起の取組み
等を検討していきます。 

・既成市街地等における、安全面や
防災面で問題がみられる狭あいな主
要生活道路については、日常生活に
おける快適で便利な交通を確保する
ため、地権者の協力を得ながら、車
両通行規制による安全な通行の確
保、道路拡幅や歩行空間の整備に努
めます。 
 

◆高齢者福祉等の支援環境の充
実 

・自治会等と連携し、「高齢者サロ
ン」の活動推進を図ります。 

・地域福祉活動のための拠点整備を
支援し、住民の福祉活動への参加や
地域の交流を促進します。 

 
 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆安全・安心な地域づくりへの取
組み 

・安全・安心な地域づくりに向けて、
地域住民が学んだり話し合ったりす
る自治会等の活動について、支援を
図ります。 

・各種情報の提供や相談、専門家派
遣、人材交流など、地域住民の一体
となった取組みや人材育成を支援し
ます。 
 

◆地域主体の健康づくり 

・地域の歩こう会や公共用地の管理
など自主的な住民の健康づくり活動
が進められるよう支援します。 
 

 

◆防災ボランティア団体、量販店

等との連携促進 

・災害時における人材や物資等の確
保や、災害復旧活動を進めるため、
防災ボランティア団体や量販店等と
の協定を行い、連携した防災対策を
進めていきます。 
 

◆情報提供や伝達体制の整備 

・様々な危機事象に対応する計画マ
ニュアルを作成します。 

・要援護者安否確認支援体制を確立
します。 

・行政と地域の諸団体、医療などの
機関と連携した健康ネットワークづ
くりを推進します。 
 
◆防災に資する自然的環境の保

全 

・災害の抑制を図るため、災害の危
険性のある自然地等の保全を図りま
す。 
 
◆既存公園の適正な管理 

・既存の公園については、だれもが
安心して利用できるよう、園内のバ
リアフリー化や設備の更新を行うな
ど、適正な管理に努めます。 

・既存の公園の防災機能のあり方に
ついて、検討していきます。 
 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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◆道路のバリアフリー化と交通安
全対策の推進 

・安全で快適な歩行空間を確保
するため、人や車の交通量が
多い鉄道駅周辺や公共施設集
積地周辺等では、歩道の設置
や段差の解消、手摺り等の設
置など、道路のバリアフリー化
を推進します。 

・交通事故が多発する交差点や
危険個所において、信号機や
横断歩道などの設置を関係機
関に要望するとともに、街灯、
カーブミラー、ガードレール等
の交通安全施設を整備・管理
します。 

・住宅地内の生活道路は、住民
が、コミュニティを行う公共空間
の場でもあるため、通過交通の
進入抑制等の交通安全対策を
検討します。 

 
◆公共施設のバリアフリー化 

・庁舎や学校施設、保育施設な
ど、各種の公共施設において、
高齢者や障がい者はもちろ
ん、子どもや妊婦、ベビーカー
が安心して移動できるよう、段
差の解消やスロープ・手摺の設
置など、バリアフリー化を図りま
す。 

 

◆中核的な医療施設の設置推進 

・二次救急医療などを担う地域の
中核的な病院の設置を図るとと
もに、周辺のバリアフリー化や
公共交通等のアクセスしやす
い環境の充実等を図ります。 

 
◆ユニバーサルデザインの推進 

・全ての人が安全で快適に公共
施設等を利用できるように、ユ
ニバーサルデザインに配慮し
た整備を進めます。 

 

◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増加す
る保育需要に対応するため、
私立保育所を開設し、待機児
童の解消を図ります。 

・子育て支援に関する研修会や
育児教室などの各種教室な
ど、誰もが子育てに興味を持ち
参加できるような機会を拡大し
ます。 

 
◆空地・空家や駅周辺の利便性を

活かした各種交流環境の充実 

・身近で日常的な交流環境（高
齢者福祉、子育て支援、コミュ
ニティ活性化）等の充実に向け
ては、地域の空地・空家の活用
や、 寄駅周辺での交流環境
の導入検討など、地域住民ニ
ーズを踏まえつつ、有効な取
組みを誘導・促進していきま
す。 

 
◆民間施設のユニバーサルデザ

イン・バリアフリー化の促進 

・住宅や店舗等民間の施設にお
いても福祉のまちづくり条例に
基づき、ユニバーサルデザイ
ン・バリアフリー化の指導を進
めます。 

 
◆安心して暮らせる住宅供給の

促進 

・介護サービス付きの住宅やグ
ループホーム等、高齢者や障
害者も安心して暮らすことので
きる住宅供給を福祉施策と連
携し促進します。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増加する保
育需要に対応するため、私立保育所
の開設を支援し、待機児童の解消を
図ります。 

・子育て支援に関する研修会や育児
教室などの各種教室など、誰もが子
育てに興味を持ち参加できるような
機会を拡大します。 

 
◆各種交流環境の充実 

・身近で日常的な交流環境（高齢者
福祉、子育て支援、コミュニティ活
性化）等の充実に向けては、地域の
空地・空家の活用など、地域住民ニ
ーズを踏まえつつ、有効な取組みを
誘導・促進していきます。 

◆民間施設のユニバーサルデザ
イン・バリアフリー化の促進 

・住宅や店舗等民間の施設において
も福祉のまちづくり条例に基づき、
ユニバーサルデザイン・バリアフリ
ー化の指導を進めます。 

◆安心して暮らせる住宅供給の
促進 

・介護サービス付きの住宅やグルー
プホーム等、高齢者や障害者も安心
して暮らすことのできる住宅供給を
福祉施策と連携し促進します。 
 

 

 
 
 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

 

 

◆交通安全対策の推進 

・交通事故が多発する交差点や危険
個所において、信号機や横断歩道な
どの設置を関係機関に要望するとと
もに、街灯、カーブミラー、ガード
レール等の交通安全施設を整備・管
理します。 

・住宅地内の生活道路は、住民がコ
ミュニティを行う公共空間の場でも
あるため、通過交通の侵入抑制等の
交通安全対策を検討します。 

 
◆保水能力の向上 

・道路等の透水性舗装等により、雨
水の保水能力を高めます。 
 
◆中核的な医療施設の設置推進 

・二次救急医療などを担う地域の中
核的な病院の設置を図ります。 

 

◆ユニバーサルデザイン・バリア

フリー化の推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設
等を利用できるように、ユニバーサ
ルデザインに配慮した整備を進めま
す。 

・庁舎や学校施設、保育施設など、
各種の公共施設において、高齢者や
障がい者はもちろん、子どもや妊婦、
ベビーカーが安心して移動できるよ
う、段差の解消やスロープ・手すり
の設置など、バリアフリー化を図り
ます。 

・生活道路では、全ての人が安全・
安心に歩けるための歩行空間の整備
を進めます。 

・ユニバーサルデザインに配慮した
誰でも歩ける安全・安心な歩道の整
備に努め歩行者ネットワークの形成
を進めます。 
 
 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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１） 市街地の整備・誘導の方針 
① 都市拠点の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１. 市街地・住宅の整備・誘導の方針 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆都市拠点を支える都市基盤の
整備・充実 

・拠点へのアクセスを向上させる
ため、周辺地域の道路網や駅
前広場、駐車・駐輪施設などの
公共施設を整備し、交通ターミ
ナルとしての機能の充実を図り
ます。 

 
 
◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推進
するため、地区計画制度の活用を
進めます。 
 

◆賑わいと風格のある拠点づくりの推

進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと集い、楽し
み、交流することができる拠点とするた
め、市街地整備事業など計画的な土地利
用を環境に配慮しつつ推進し、活気と賑
わいある拠点形成を進めます。 

・生駒駅北口再開発事業の推進を図り、
本市の玄関口としての顔にふさわしい賑
わいある機能の集積強化を図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺においては、医療機
関を中心とした、各種関連サービス機能
等の集積を行うことにより、特色ある拠
点形成を図り、生駒駅周辺と連携した賑
わいのある広域拠点の形成を図ります。 

 

◆楽しく過ごせる拠点形成の取組み 

・ゆとりある都市空間の確保と、良好な
景観形成を誘導・促進し、誰もが楽しめ
るまちとしての魅力を積極的に発信して
いきます。 

・ユニバーサルデザインのまちづくりを
進め、公共空間との連携により、誰もが
安心して楽しく過ごせる拠点形成を誘導
します。 
 

◆良好な市街地の形成 

・住宅、店舗等が密集している既成市街
地については、地区計画制度や市街地整
備等を誘導し、良好なまちなみの形成を
進めます。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協調・
共同建て替えの制度化について検討しま
す。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、セ
ットバックや、オープンスペースの確保
など、居住環境の向上を促進します。 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆面的整備の推進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと集い、楽
しみ、交流することができる拠点と
するため、面的整備などにより計画
的な土地利用を推進し、商業・業
務、文化・生涯学習・交流、アミュー
ズメント・創造などの機能を備えた、
活気と賑わいある拠点形成を進め
ます。 

・近鉄生駒駅周辺においては、北
口再開発事業の推進を図り、本市
のメインの玄関口・顔にふさわしい
賑わいある機能の集積強化と、質
の高い景観形成を図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺においては、
医療機関を中心とした、各種関連
サービス機能等の集積強化を図り、
特色ある拠点形成を図り、生駒駅周
辺拠点と連携した集客性の高い広
域拠点の形成を図ります。 
 
◆高質で回遊魅力あふれる空間
形成の取組み 

・ゆとりあるパブリックスペースの確
保と、質の高い景観形成の取組み
を誘導・促進し、ハイアメニティな空
間形成を図り、集客性と滞留性の高
い拠点の魅力を積極的に発信して
いきます。 

・ゆとりある歩行空間の確保や、バリ
アフリー化、建築物や屋外のパブリ
ックスペースと連携した回遊性の高
い空間づくりなど、誰もが安心して
楽しく過ごせ、歩き回遊したくなるよ
うな拠点形成を誘導します。 
 

◆商店街の活性化 

・拠点周辺の商店街について、店
舗や販売促進イベント、回遊環境
等の魅力強化を図ります。 
 

 

（注） 

都市拠点とは、本市の

中心部および顔・玄関

口としての役割を果たす

拠点地区であり、生駒駅

および東生駒駅周辺が

位置づけられ、連携した

集客性の高い拠点形成

を図ります。 

市民の取組みへの支援 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に資す
る交流イベントや場所の提供等
の各種情報発信の取組みにつ
いて、支援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地区内
の施設・空間等を利用して、交
流イベントを企画・開催したり、
楽しみ方等を企画・提案・情報
発信する取組みについて、支
援を図ります。 

 
 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な環境の維持や一層の魅
力向上に向けて、地区計画制
度や景観法等の既存制度等の
活用促進をめざし、各種情報
の提供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民の一
体となった取組みや人材育成
を支援します。 

 

 

◆交流促進の取組み 

・拠点地区内の利用促進に向けた交流イ
ベントや場所の提供等の各種情報発信の
取組みを支援します。 

・市民が拠点地区内の施設や空間等を利
用した楽しみ方等を企画・提案・情報発
信する取組みを支援します。 

 

◆地区計画等のまちづくりの取組み 

・良好な環境の維持や一層の魅力向上に
向けて、地区計画制度や景観法等の活用
促進をめざし、各種情報の提供や相談、
専門家派遣、人材交流など、地域住民の
一体となった取組みや人材育成を支援し
ます。 
 

◆商店街の活性化 

・拠点周辺の商店街の、販売促進イベン
トなどの様々な取組みを支援し、市民参
加による活性化を図ります。 

 

◆まちなか住み替え支援 

・まちなか居住を推進するため空家・空
地の情報発信や住み替えのための支援等
を検討します。 
 

 

 

◆都市基盤の整備・充実による交通結節

点の強化 

・拠点へのアクセスを向上させるため、
周辺地域の道路網や駅前広場、駐車・駐
輪施設などの公共施設を、環境に配慮し
つつ整備し、交通ターミナルとしての機
能の充実を図ります。 
 

◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推進するた

め、地区計画制度等の活用を進めます。 

 

◆生駒駅前北口再開発地区の景観 

・生駒駅前北口再開発地区では、より一

層の良好な景観形成を目指し景観形成地

区への編入を行います。 

 

◆ユニバーサルデザインのまちづくりの

推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設等を

利用できるようユニバーサルデザインに

配慮した整備を進めます。 

・快適な歩行空間を確保するため、自転

車等放置禁止区域に指定し、放置自転車

の撤去を行います。 

 

◆土地の有効・高度利用の推進 

・交通の利便性を活かした都市型住宅地
を誘導するため、地域の特性に応じ、土
地の有効、高度利用を図るため、規制の
緩和について検討します。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

分野別まちづくり方針 新旧対照表 
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② 地域拠点の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に資す
る交流イベントや場所の提供等
の各種情報発信の取組みにつ
いて、支援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地区内
の施設・空間等を利用して、交
流イベントを企画・開催したり、
楽しみ方等を企画・提案・情報
発信する取組みについて、支
援を図ります。 

・各地域の顔や各種交流活動等
の拠点地区として、地域住民に
愛され利用される地区形成を
めざし、地域住民が自主的に
学習・交流・イベント等の活動
が行えるような場づくりについ
て、支援を図ります。 

 
 
◆地区計画等のまちづくりの取

組み 

・良好な環境の維持や一層の魅
力向上に向けて、地区計画制
度や景観法等の既存制度等の
活用促進をめざし、各種情報
の提供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民の一
体となった取組みや人材育成
を支援します。 

 

 
 

◆北生駒駅周辺の魅力ある拠点整
備の推進 

・北生駒駅周辺は、学研都市の
玄関口であり、学研都市の研
究者や来訪者等に対応した各
種利便施設やサービスの提
供、交流空間の確保など、民
間開発との連携のもと、更なる
活性化に向けて質の高い拠点
整備を推進していきます。 

・隣接する水辺や田園環境との
調和に十分留意した整備と、
高山地区へのエントランス部と
してふさわしい拠点形成を推
進・誘導していきます。 

 
◆地域拠点を支える都市基盤の整
備・充実 

・地域拠点へのアクセスを向上さ
せるため、周辺からのアクセス
道路網や歩道の整備・充実、
バリアフリー化、駐車・駐輪施
設など、地域の課題に応じた
公共施設等の整備を図り、地
域拠点のアクセス向上と、公共
交通機関の利用増進、さらに
は、駅周辺における交流人口
の増大による地域活性化を図り
ます。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な地域拠点を維持又は推進
するため地区計画制度の活用を進
めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆身近な生活支援・交流拠点の形
成 

・主要な鉄道駅周辺で、日常的
な商業施設や各種生活利便施
設、公共施設等が周辺に立地
している地区について、公共交
通機関を利用しやすい交通環
境づくりと併せて、空地・空家
等を活用しつつ、日常生活支
援機能の維持・充実や、交流
環境の充実、良好な住宅の立
地誘導など、賑わいある地区
形成を図ります。 

 
◆回遊性の高いアメニティ空間

の形成 

・ゆとりある歩行空間やパブリック
スペースの確保、質の高い景
観形成、各地域の自然・田園・
歴史文化等の周辺地域資源を
活かしたネットワーク環境の充
実により、回遊性の高い、日常
的に愛される駅周辺地域の形
成を図ります。 

・環境形成に際しては、各拠点
の地域特性や周辺資源特性を
十分に踏まえつつ、個性的な
緑化や水辺空間の活用、歴史
文化的なモチーフの導入な
ど、各拠点が個性を競うような
魅力ある空間形成を進めます。 

 
◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の空地・空家の利
用や住替え支援等に係る情報
について、民間等との連携を図
りつつ、提供促進を図ります。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆身近な生活支援・交流拠点の形成 

・主要な鉄道駅周辺で、各種生活利便施
設や公共施設等が立地している地区につ
いて、日常生活支援機能の維持と充実を
図ります。 

◆乗り換え利便性の向上 

・電車とバスを利用しやすい乗り換え利
便性の向上に向け、交通環境づくりを検
討します。 

 

◆個性と魅力ある拠点の形成 

・ゆとりある歩行空間や公共空間と良好
な景観形成を図り、特色ある地域資源の
ネットワーク化により、歩き回れる、地
域に愛される拠点の形成を図ります。 
 

◆良好な市街地の形成 

・住宅、店舗等が密集している既成市街
地については、地区計画制度や市街地整
備等を誘導し、環境に配慮した良好なま
ちなみの形成を進めます。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協調・
共同建て替えの制度化について検討しま
す。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、セ
ットバックや、オープンスペースの確保
など、居住環境の向上を促進します。 
 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆交流促進の取組み 

・拠点地区内の利用促進に資する交流イ
ベントや場所の提供等の各種情報発信の
取組みについて、支援します。 

・各地域の特性や各種交流活動の拠点地
区として、地域住民に愛され利用される
拠点をめざし、地域住民が学習・交流イ
ベント等の活動が行えるような場づくり
について支援します。 

 

◆地区計画等のまちづくりの取組み 

・良好な環境の維持や一層の魅力向上に
向けて、地区計画制度や景観法等の活用
促進をめざし、各種情報の提供や相談、
専門家派遣、人材交流など、地域住民の
一体となった取組みや人材育成を支援し
ます。 

 

◆まちなか居住の住み替え支援 

・拠点地区内の空地・空家の利用や住替
えへの支援等の方策について、民間等と
の連携を図り検討します。 

 

 

◆学研北生駒駅周辺の魅力ある拠点整備の
推進 

・北生駒駅周辺は、大学院大学や企業の研
究者や来訪者等に対応した各種利便施設や
サービスの提供、交流空間の確保など、民
間開発との連携のもと、更なる活性化に向
けて質の高い拠点整備を推進していきま
す。 

・隣接する低層住宅地や水辺や田園環境と
の調和に十分留意した整備と、新しい北部
の拠点としての拠点形成を推進・誘導する
ため地区計画制度の導入をしていきます。 

◆学研奈良登美ヶ丘駅周辺の魅力ある拠点
整備の推進 

・近鉄けいはんな線の始発駅である学研奈
良登美ヶ丘駅の周辺は、快適で利便性の高
い交通網を充実させ、中高層住宅と日常生
活の利便施設を誘導することにより更なる
活性化に向けて質の高い拠点整備を、隣接
する奈良市と協議しながら進めていきま
す。 

・新たな開発の際には、地区計画と景観保
全型広告整備地区等の指定により良好な景
観形成に努めます。 

◆白庭台駅周辺の魅力ある拠点整備の推進 

・大規模住宅開発地内の白庭台駅周辺は、
良好な住環境の維持増進を図ります。 

◆南生駒駅周辺の魅力ある拠点整備の推進 

・南地区での唯一の地域拠点である南生駒
駅周辺については、地域拠点にふさわしい
賑わいと魅力ある市街地の形成を進めま
す。 

◆地域拠点を支える都市基盤の整備・充実 

・地域拠点へのアクセスを向上させるため、
周辺からのアクセス道路網や歩道の整備・
充実、バリアフリー化、駐車・駐輪施設な
ど、地域の課題に応じた公共施設等の整備
を、環境に配慮しつつ図ります。 

◆ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設等を利
用できるようユニバーサルデザインに配慮
した整備を進めます。 

・快適な歩行空間を確保するため、自転車
等放置禁止区域に指定し、放置自転車の撤
去を行います。 

◆土地の有効・高度利用の推進 

・交通の利便性を活かした都市型住宅地を
誘導するため、地域の特性に応じ、土地の
有効、高度利用を図るため、規制の緩和に
ついて検討します。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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③ 産業拠点の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆周辺環境と調和した産業・学術拠
点機能の導入と利活用 

・学研高山地区における交流施
設の利用促進や、学研都市関
係者と市民等が様々な交流が
図れるような機会の充実検討
や情報発信等の支援を図りま
す。 

 

◆周辺環境と調和した産業・学術
拠点機能の立地誘導 

・学研高山地区では、学研地区の
一層の拠点機能の強化に向けて、
周辺の自然環境や住宅地などとの
調和に留意しつつ、関係機関との
連携のもと、学術機能等の土地利
用の検討・調整と誘導を図ります。 

・北田原地区では、周辺の住宅地
などと調和のとれた土地利用を図る
とともに、適切な関連都市基盤（道
路・下水道等）の整備、税制面の優
遇措置などを行います。 

・企業立地促進に向け、公共交通
（バス）の利便性を高めます。 

・企業の移転情報を把握し、立地
要望が出た際に紹介できる仕組み
づくりを推進します。 

 
 

◆周辺環境と調和した産業機能
の立地誘導 

・北田原地区等での企業の立地
促進に向けて、優れた立地性
や支援制度等の各種情報を積
極的に発信するとともに、周辺
地域コミュニティと協働できる機
会の検討を行います。 
 

◆生産環境を保全する土地利用の
誘導 
・原則として工業研究業務地につ
いて、住宅建設を制限します。 
・工業研究業務地において住宅地
開発を進める際には、近接する工
場等の活動と市民生活が共存でき
るよう、区域内に空地を設けるな
ど、周辺環境に配慮した指導に努
めます。 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆周辺環境と調和した産業機能の立地誘
導 

・工業研究業務地への企業立地促進に向
けて、優れた立地性や支援制度等の各種
情報を積極的に発信するとともに、周辺
地域コミュニティとの協働のあり方につ
いての検討を行います。 

 
◆生産環境を保全する土地利用の誘導 

・工業研究業務地において住宅地開発を進
める際には、近接する工場等の活動と市民
生活が共存できるよう、区域内に空地を設
けるなど、周辺環境に配慮した指導に努め
ます。 

 
◆「産・学」連携の取組み 

・新規事業の創出や企業立地を促進する
ため、企業・大学院大学・行政との連携
を促進します。 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆地域と企業等との連携促進 

・学研高山地区の交流施設の利用促進や、
学研都市関係者と市民等の様々な交流の
充実や情報発信等の支援を図ります。 

・企業見学等、地域に開かれた企業活動
の支援を検討します。 

・企業の地域貢献の取組みのＰＲ等の企
業活動の支援を検討します。 

 
◆大学院大学や企業との連携強化 

・奈良先端技術大学院大学や企業と地域
との連携強化につながる取組みを支援し
ます。 

 
◆地場産業振興の取組み 

・生駒の伝統的な産業である「茶筅」を
始めとした竹製品の普及・振興を図るた
めの活動を支援します。 

 

◆周辺環境と調和した産業・学術拠点機
能の立地誘導 

・学研高山地区では、学研地区の一層の
拠点機能の強化に向けて、周辺の自然環
境や住宅地などとの調和に留意し、関係
機関との連携のもと、研究型産業等の立
地誘導を図ります。 

・北田原地区では、周辺の住宅地や自然
環境と調和のとれた土地利用を図るとと
もに、適切な関連都市基盤（道路・下水
道等）の整備などを環境に配慮しつつ行
います。 

・企業立地促進に向け、公共交通（バス）
の利便性を高めます。 

・企業の移転情報を把握し、立地要望が
出た際に紹介できる仕組みづくりを推進
します。 

 
◆産業拠点を支えるアクセス道路の強化 

・企業誘致を促進するため、国道163 号
バイパス線などの幹線道路の整備を進め
ます。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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２） 住宅地の整備・誘導の方針 
① 拠点駅周辺の都市型住宅地の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に向け
て、地域住民が学んだり話し合った
りする自治会等の活動について、
情報発信や相談など支援を図りま
す。 
 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な住環境の維持や一層の魅
力向上に向けて、地区計画制度や
景観法等の既存制度等の活用促
進をめざし、各種情報の提供や相
談、専門家派遣、人材交流など、地
域住民の一体となった取組みや人
材育成を支援します。 
 
◆生駒の良好な住宅地ブランド
の発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地としての魅力
やブランドイメージについて、情報
の共有化や発信、人材交流、考え
る場づくり等の取組みを支援しま
す。 

 
◆地域のうるおいづくりの促進 
・生垣緑化やガーデニング活動
等、住民による宅地内の緑化に対
する支援をします。 

 
◆住民によるまちの運営・維持管
理 
・住民主体のまちづくり活動の活
性化につながる活動の支援を検
討します。 
 
 

◆拠点整備と連動した利便性の
高い住宅地の誘導 

・都市拠点等の主要な鉄道駅周
辺地区などでは、民間開発と
連携し、都市基盤の整備や高
質な環境形成に向けて、面的
な整備手法や地区計画制度、
既存補助制度等の活用促進を
図りつつ、土地の有効・高度利
用を図り、必要に応じた規制の
緩和を検討していきます。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推進
するため、地区計画制度の活用を
進めます。 
 

 

◆拠点整備と連動した利便性の
高い中高層住宅の誘導 

・都市拠点等の主要な鉄道駅周辺
地区などでは、土地の有効・高度利
用を行い、面的な整備手法や地区
計画制度を活用し、商業・文化・交
流等の賑わい機能や、ゆとりある移
動空間、質の高いオープンスペー
スや景観を有した、地域特性を活か
した利便性の高い中高層住宅地の
誘導を図ります。 

◆都市拠点等における高齢社会に
備えた住宅の誘導 

・都市拠点や地域拠点など、生活
支援サービス機能の集積があり、公
共交通の利便性が高い駅周辺の市
街地において、空地・空家等を活か
した魅力ある高齢者向け住宅や、
医療・介護機能付帯型の住宅、高
齢者専用賃貸住宅等の立地誘導を
図ったり、郊外との住み替え支援を
図るなど、高齢者のまちなか居住の
促進を検討していきます。 

◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の利用や
住替え支援等に係る情報につい
て、民間等との連携を図りつつ、提
供促進を図ります。 

◆環境に配慮した住まいづくり
の誘導 

・地球環境問題は大きな課題である
とともに、豊かな自然に囲まれた本
市は、環境共生と大きな関わりをも
つまちでもあることから、住宅の省エ
ネルギー化や太陽光発電システム
の導入促進など、環境にやさしい住
宅施策を一層推進・誘導します。 

◆居住環境の改善 
・住宅が密集する区域について
は、建て替え時に不燃化や共同建
て替えを支援し、セットバックな
どによりオープンスペースの確
保を行い地域の安全性を確保し
ます。 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆利便性の高い中高層住宅の誘導 

・市街地整備事業や地区計画制度等を活
用し、商業・文化・交流等の賑わい機能
と共存するゆとりある移動空間、質の高
いオープンスペースや景観を有した、地
域特性を活かした良好で利便性の高い中
高層住宅を誘導します。 

◆高齢社会に備えたまちなか居住の誘導 

・生活支援サービス機能の集積があり、
公共交通の利便性が高い駅周辺の市街地
において、空地・空家等を活かした魅力
ある高齢者向け住宅や、医療・介護機能
付帯型の住宅、高齢者専用住宅等の立地
誘導と、郊外との住み替え支援等による
高齢者のまちなか居住の促進を検討して
いきます。 

◆環境に配慮した住まいづくりの誘導 

・住宅の省エネルギー化や太陽光発電シ
ステムの導入促進など、環境にやさしい
住宅施策を一層推進・誘導します。 
 

◆既成市街地の居住環境の改善 

・住宅が密集している既成市街地では、
地区計画制度や市街地整備等により、公
園などの公共施設の整備を誘導します。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協調・
共同建て替えの制度化について検討しま
す。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、セ
ットバックや、オープンスペースの確保
など、居住環境の向上を促進します。 

◆貯留・浸透施設の設置 

・貯留・浸透施設の設置に努め地域全体

で雨水の流出を抑制し、浸水被害軽減に

つとます。 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・環境に配慮した良好な住環境の維持・
向上に向けて、地域住民が学んだり話し
合ったりする自治会等の活動について、
情報発信や相談など支援を図ります。 

◆地区計画等のまちづくりの取組み 

・環境に配慮した良好な住環境の維持や
一層の魅力向上に向けて、地区計画制度
や景観法等の活用促進をめざし、各種情
報の提供や相談、専門家派遣、人材交流
など、地域住民の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

◆生駒の良好な住宅地ブランドの発信の
取組み 

・生駒の良好な住宅地としての魅力やブ
ランドイメージについて、情報の共有化
や発信、人材交流、考える場づくり等の
取組みを支援します。 

◆地域の緑化づくりの促進 

・生垣緑化やガーデニング活動等、住民
による宅地内の緑化に対する支援をしま
す。 

◆住民主体のまちづくり活動 

・住民主体のまちづくりの活性化につな
がる活動の支援を検討します。 

◆情報発信の取組み 

・民間等との連携により、市街地内の空
地・空家の利用や住替え支援等に係る情
報発信を行います。 

◆まちなか住み替え支援 

・まちなか居住を推進するため空家・空
地の情報発信や住み替えのための支援等
を検討します。 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に向けて、
地域住民が行う活動について、情報発信
や相談など支援します。 

・市民がお互いに快適に住むための生活
上のルールについて、みんなで確認し話
合い、守っていくための情報発信や学習
機会の提供について支援します。 

・高齢者が、住み慣れた地域・住宅で、
安心・安全な生活が送れるよう、耐震改
修やユニバーサルデザインに配慮した、
住宅の改良等を支援します。 

◆都市基盤の整備 

・交通の利便性を活かし、都市型住宅を
誘導するため、拠点駅周辺地区などでは
民間開発と連携し、地域特性に応じた都
市基盤の整備を進めます。 

 
◆土地利用の方針 

・交通の利便性を活かした都市型住宅地
を誘導するため、地域の特性に応じ、土
地の有効、高度利用を図るため、規制の
緩和について検討します。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又は推進するた
め、地区計画制度等の活用を進めます。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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② 既成市街地・進行市街地の住宅地の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に
向けて、地域住民が学んだり話
し合ったりする自治会等の活動
について、情報発信や相談な
ど支援を図ります。 

・市民がお互いに快適に住むた
めの生活上のルールについ
て、みんなで確認し話合い、守
っていくための情報発信や学
習機会の提供について支援を
図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくりの取
組み 

・良好な住環境の維持や一層の
魅力向上に向けて、地区計画
制度や景観法等の既存制度等
の活用促進をめざし、各種情
報の提供や相談、専門家派
遣、人材交流など、地域住民
の一体となった取組みや人材
育成を支援します。 
 

◆住宅改良等の情報発信の取組
み 

・市民全てが高齢期を迎えても、
住み慣れた地域・住宅で、安
心・安全な生活が送れるよう、
耐震改修やリフォーム、バリア
フリー化など、住宅の改良等に
資する各種情報の発信を支援
します。 
 

◆生駒の良好な住宅地ブランド
の発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地としての魅
力やブランドイメージについ
て、情報の共有化や発信、人
材交流、考える場づくり等の取
組みを支援します。 

 
 

◆良質な低層住宅地としてのブラ
ンドイメージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既
に良好な居住環境が整備され
た地区や、古くからの大規模住
宅団地で荒廃化が懸念される
地区では、地区計画制度や景
観法等の既存制度等の活用促
進を図り、良質な居住環境の
維持・向上を図ります。 

 

◆市営住宅の適正な維持管理の

推進 
・市営住宅の適切な維持管理によ
り、建築物の長寿命化と、良好な住
宅環境を維持するとともに、高齢者
等に配慮した居住空間のバリアフリ
ー化を進めます。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な住宅・住宅地を維持・保
全するため地区計画制度の活用を
進めます。 
 

 

◆開発事業の透明化 
・法令と市民ニーズに即したまち
づくりを進めるための手法を検
討します。 
 

 

◆良質な低層住宅地としてのブラ
ンドイメージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既
に良好な居住環境が整備され
た地区では、地区計画制度や
景観法等を活用して、住宅地と
しての用途純化、敷地の細分
化の防止、地域の魅力を高め
る緑化推進、良質な景観誘導
など、地域の特性に応じた市
民主体のルールづくりと、豊か
で持続性のある居住環境の育
成を図ります。 

 
◆古くからの大規模住宅団地の

エリアマネジメント取組み 

・古くからの大規模住宅団地や
既成市街地において、高齢化
や団地の老朽化に伴う環境の
荒廃化の抑制や、団地内コミュ
ニティや自治活動等の活性化
が図れるよう、空地・空家のアメ
ニティ・交流空間としての利活
用促進や、公共施設の維持・
管理、日常生活ｻｰﾋﾞｽの充実、
住み替えや２世帯居住等への
支援を図るなど、地域住民が
主体的に取組むエリアマネジメ
ントの活動について支援と誘導
を図ります。 

 
◆既成市街地における、居住環境

の改善 

・道路や公園などの都市基盤が
十分に整備されていない既成
市街地では、地区計画制度等
を活用しつつ、地域の合意形
成を進めながら、木造老朽家
屋の更新・不燃化や、協調建
替、共同化等を図り、併せて、
狭い道路の拡幅、セットバック
や、オープンスペースの確保な
ど、居住環境の向上を誘導し
ていきます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆良質な低層住宅地としてのブランドイ

メージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既に良好
な居住環境が整備された地区では、地区
計画制度や景観法等を活用して、住宅地
としての用途純化、敷地の細分化の防止、
地域の魅力を高める緑化推進、良質な景
観誘導など、地域の特性に応じた市民主
体のルールづくりと、豊かで持続性のあ
る居住環境の育成を図ります。 

 
◆成熟した大規模住宅団地のエリアマネ

ジメント取組み 

・成熟した大規模住宅地や既成市街地に
おいて、住民が主体に地域の活性化や防
犯対策、既存ストックの有効活用、維持
管理など、快適な地域づくりに継続的に
取組むエリアマネジメントの活動につい
て支援と誘導を図ります 

 

◆既成市街地の居住環境の改善 

・都市基盤が十分に整備されていない既
成市街地では、地区計画制度や市街地整
備等により、公園などの公共施設の整備
を誘導します。 

・良好なまちなみ形成を目指し、協調・
共同建て替えの制度化について検討しま
す。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、セ
ットバックや、オープンスペースの確保
など、居住環境の向上を促進します。 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・環境に配慮した良好な住環境の維持・
向上に向けて、地域住民が学んだり話し
合ったりする自治会等の活動について、
情報発信や相談など支援を図ります。 

◆地区計画等のまちづくりの取組み 

・環境に配慮した良好な住環境の維持や
一層の魅力向上に向けて、地区計画制度
や景観法等の活用促進をめざし、各種情
報の提供や相談、専門家派遣、人材交流
など、地域住民の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

◆生駒の良好な住宅地ブランドの発信の
取組み 

・生駒の良好な住宅地としての魅力やブ
ランドイメージについて、情報の共有化
や発信、人材交流、考える場づくり等の
取組みを支援します。 

◆地域の緑化づくりの促進 

・生垣緑化やガーデニング活動等、住民
による宅地内の緑化に対する支援をしま
す。 

◆住民主体のまちづくり活動 

・住民主体のまちづくりの活性化につな
がる活動の支援を検討します。 

◆情報発信の取組み 

・民間等との連携により、市街地内の空
地・空家の利用や住替え支援等に係る情
報発信を行います。 

◆良好な地域づくりへの取組み 

・良好な住環境の維持・向上に向けて、
地域住民が行う活動について、情報発信
や相談など支援します。 

・市民がお互いに快適に住むための生活
上のルールについて、みんなで確認し話
合い、守っていくための情報発信や学習
機会の提供について支援します。 

・高齢者が、住み慣れた地域・住宅で、
安心・安全な生活が送れるよう、耐震改
修やユニバーサルデザインに配慮した、
住宅の改良等を支援します。 

 

◆良質な低層住宅地としてのブランドイメ

ージの維持・増進 

・大規模な住宅開発などにより既に良好
な居住環境が整備された地区や、古くか
らの大規模住宅団地では、地区計画制度
や景観法等の活用促進を図り、良質な居
住環境の維持・向上を図ります。 
 

◆災害危険地の住宅地整備 

・急傾斜地や活断層線上の土地利用につ

いては、土砂災害や地震の被害を防ぐた

めの仕組みを検討します。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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 ◆地域のうるおいづくりの促進 
・生垣緑化やガーデニング活動
等、住民による宅地内の緑化に対
する支援をします。 

 
◆住民によるまちの運営・維持管
理 
・住民主体のまちづくり活動の活
性化につながる活動の支援を検
討します。 
 

◆低・未利用地を活かした、ゆと
りある住宅地の整備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農地や
未利用地を含む地区では、周
辺環境との調和に留意しつ
つ、地区計画制度や面的な整
備手法等を活用しつつ、地域
の合意形成を進めながら、都
市基盤の伴った宅地整備の誘
導とともに、自然や田園環境と
の共生をめざした、ゆとりある良
好な居住環境の形成を誘導し
ていきます。 

 
◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の利用
や住替え支援等に係る情報に
ついて、民間等との連携を図り
つつ、提供促進を図ります。 

 

◆環境に配慮した住まいづくり
の誘導 

・地球環境問題は大きな課題で
あるとともに、豊かな自然に囲
まれた本市は、環境共生と大き
な関わりをもつまちでもあること
から、住宅の省エネルギー化
や太陽光発電システムの導入
促進など、環境にやさしい住宅
施策を一層推進・誘導します。 

 
◆安全な住宅地づくりの誘導 
・減災や防犯に配慮した住宅地開
発を指導・誘導します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆未利用地を活かした、ゆとりある住宅
地の整備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農地や未利用地
は、地区計画制度や市街地整備事業等を
活用し周辺環境との調和に留意し、地域
の合意形成を進めながら、都市基盤の伴
った宅地整備の誘導とともに、自然や田
園環境との共生をめざした、ゆとりある
良好な居住環境の形成を誘導していきま
す。 

◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の利用や住替え
支援等に係る情報について、民間等との
連携を図り、提供促進を図ります。 

◆環境に配慮した住まいづくりの誘導 

・住宅の省エネルギー化や太陽光発電シ
ステムの導入促進など、環境にやさしい
住宅施策を一層推進・誘導します。 

◆安全・安心な住宅地づくりの誘導 

・新たな住宅地開発等では、減災や防犯
に配慮した安全・安心な住宅地開発を指
導・誘導します。 

・新たな住宅地開発等では、日常のコミ
ュニティと災害時の機能も考慮した親し
める緑地や集まれる公園とするよう指
導・誘導します。 

◆協議･調整のまちづくり 

・より良いまちづくりに向けて、開発事
業に際しては、計画の初期段階から市民
が参加できる仕組みづくりを検討しま
す。 

◆貯留・浸透施設の設置 

・貯留・浸透施設の設置に努め地域全体
で雨水の流出を抑制し、浸水被害軽減に
つとます。 

◆学研高山第 2 工区のまちづくり 

・学研高山第 2 工区は、関係機関との連
携のもと将来の方向性について検討・調
整します。 
 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

  

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 



24 

 

 

１） 道路・交通体系の方針 
① 幹線道路網の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２. 都市施設の整備・誘導の方針 

◆幹線道路網の整備 
・道路ネットワークを効果的なも
のにするため、隣接市町と調整の
うえ、都市計画道路の整備を計画
的に進めます。 
（高山富雄小泉線・奈良西幹線、
国道 163 号バイパス線など） 
・交通事故多発地域における道路
改良や、交通安全施設の整備な
ど、円滑な交通処理の対策を図りま
す。 

 
◆公共交通拠点へのアクセス強

化 

・生駒駅周辺の都市計画道路な
ど、都市拠点を支え、公共交通
の利用促進を促すアクセス幹
線道路について、整備を図りま
す。 

・北生駒駅など、主要拠点駅へ
のアクセスを向上させるため、
地域の課題に応じて、周辺から
のアクセス道路網や歩道の整
備・充実等を図ります。 
 

◆産業拠点を支えるアクセス道
路の強化 

・企業誘致を促進するため、国道
163号バイパス線などの幹線道路の
整備を行います。 
・新たな幹線道路については、バ
ス路線としての活用を検討しま
す。 

 
◆安全な歩行空間の整備 
・安全な歩行者ネットワークを整
備するために、バリアフリー化等
による安全な歩道の設置等を進
めます。 
 
 
◆保水能力の向上 
・道路等の透水性舗装等により、
雨水の保水能力を高めます。 
 

◆学習機会拡充の取組み 

・道路・交通対策等のあり方につ
いて、利用情報の提供促進
や、利用促進に係る意識啓発
に資する情報発信を図ります。 

 
◆市民等による管理運営・維持 
・市民が責任を持って街路樹や緑
地帯の管理行えるアダプト制度
について検討します。 
 

◆都市計画道路網のあり方検討 

・長期にわたって未着手となって
いる都市計画道路について、
「奈良県都市計画道路の見直
しガイドライン」に基づき、将来
交通量や市民等のニーズを踏
まえつつ、既存路線の活用や
交通規制などを含めて整備の
必要性を点検・検証し、必要に
応じて変更・廃止などの見直し
を検討します。 
 

◆良好な沿道景観の向上 
・幹線道路の沿道景観の向上と、
賑わいづくりを推進します。 
・幹線道路の沿道景観向上のため
屋外広告物の適切な掲出に努め
ます。 
 
◆ポケットパークの整備 
・歩いて楽しい歩行空間とするた
め、地域と連携し道路残地などを
ポケットパークに整備します。 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆都市計画道路網のあり方検討 

・長期にわたって事業未実施区間を持つ
都市計画道路について、交通機能や本市
まちづくり計画を基に現在決定している
都市計画道路の必要性を検証し、存続・
変更・廃止などの見直しを検討します。 

 
◆良好な沿道景観の向上 

・幹線道路の沿道を景観計画の広域幹線
沿道地区に指定し、周辺と調和した沿道
景観づくりに努めます。 

 
◆幹線道路における緑化推進 

・幹線道路では、周辺住民の合意形成を
図りながら、“花と緑のシンボル”とな
るよう、積極的な緑化に取り組むととも
に、適切な維持管理や周辺美化に取り組
みます。 

 
◆快適でゆとりある歩行者空間の確保 

・歩道に建物等のセットバックを加え、
宅地内緑の充実により、快適で楽しめる
歩道の整備に努めます。 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆意識啓発への取組み 

・道路・交通対策等のあり方について、
利用情報の提供促進や、利用促進に係る
意識啓発のための情報発信を図ります。 

 
◆市民による管理運営・維持 

・市民が責任を持って、地域の特性に応
じた街路樹や緑地帯の管理を行えるアダ
プト制度について検討します。 

 
◆歩行空間の確保 

・歩いて楽しい歩行空間の確保に向け、
“花と緑の景観まちづくり”など、地域
においてそれぞれ特色ある取組みを進め
ます。 

 

 

◆幹線道路網の整備 

・道路ネットワークを効果的なものにす
るため、隣接市町と調整のうえ、都市計
画道路の整備を計画的に進めます。（高
山富雄小泉線・奈良西幹線、国道163 号
バイパス線など） 

・交通事故多発地域における道路改良や、
交通安全施設の整備など、円滑な交通処
理の対策を図ります。 

・円滑な道路交通を確保するため渋滞交
差点の解消を図ります。 

◆公共交通拠点へのアクセス強化 

・生駒駅周辺の都市計画道路など、都市
拠点を支え、公共交通の利用促進を促す
アクセス幹線道路について、整備を図り
ます。 

・学研北生駒駅など、主要拠点駅へのア
クセスを向上させるため、地域の課題に
応じて、周辺からのアクセス道路網や歩
道の整備・充実等を図ります。 

◆産業拠点を支えるアクセス道路の強化 

・企業誘致を促進するため、国道 163
号バイパス線などの幹線道路の整備を行
います。 
 

◆ユニバーサルデザイン・バリアフリー

化の推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設等を
利用できるように、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した整備を進めます。 

 

◆環境に配慮した道路整備の実施 

・幹線道路等の整備にあたっては、透水
性舗装や低騒音舗装を行うなど、環境に
配慮した整備を推進します。 

 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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② 公共交通の利用促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進 
・自家用車を利用する市民が、交
通手段やその利用方法を工夫し
て、交通混雑を緩和するためのﾓ
ﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築に向け、
その制度の検討を進めます。 
 

◆学習機会拡充の取組み 

・公共交通対策等のあり方につ
いて、利用情報の提供促進
や、利用促進に係る意識啓発
に資する情報発信を図ります。 

 
◆公共交通の利用促進の取組み 

・市民が自主的に、鉄道・バスの
利用情報や、関連する駅・バス
停周辺の利便施設や地域資源
を楽しむための情報を収集・整
理・発信し、みんなが利用した
くなるような環境づくりを進める
取組みについて、支援を図りま
す。 

・市民が自主的に、公共交通利
用と併せて、企画・開催するよう
な交流イベントの取組みについ
て、支援を図ります。 

 
 

◆公共交通サービスの維持・充実
の検討 

・市民・交通事業者・行政などで
構成する組織において、今後
の本市の公共交通に関する方
策を示す計画を策定するととも
に、計画に基づき、バス・鉄道
サービスの維持・充実につい
て、関係機関との連携のもと、
取組みを図り、公共交通の利
便性の向上を図ります。 

・公共交通サービスの空白地域
において、公共交通サービス
の利用促進と、高齢者も含めて
車非利用者が移動しやすい環
境づくりをめざし、費用対効果
に十分留意しつつ、デマンドバ
スや乗合タクシーなど、地域住
民等とバス・タクシー事業者が
連携した日常的な移動の確保
方策について、検討を進めま
す。 

・バスの利用促進に向けて、バス
の運行状況をわかりやすく提
示するバスマップやバス案内シ
ステムの導入について、関係
機関とも連携しつつ検討を進
めます。 

・駅周辺へのマイカー乗り入れ規
制など、ノーマイカーデーを推
進します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆公共交通サービスの検討 

・バス・鉄道をはじめとする公共交通サ
ービスの維持・充実について、関係機関
との連携のもと、取り組みを検討し、利
便性の向上を目指します。 

・公共交通サービスの空白地域において
は、高齢者を含め、車の利用が難しい方々
が移動しやすい環境づくりを目指し、費
用対効果も充分に配慮しながら、コミュ
ニティバスや乗合タクシーなどの方策に
ついて、地域住民やバス・タクシー事業
者などとともに検討を進めます。 

・バスの利用促進に向けて、バスの運行
状況をわかりやすく提示する方策につい
て、関係機関とも連携し検討を進めます。 

・公共交通の利用を促進するとともに、
地球環境への影響を配慮し、ノーマイカ
ーデーや駅周辺へのマイカー乗り入れ規
制の導入について検討を進めます。 

◆地域の生活交通の維持や活性化 

・地域の生活交通のあり方を検討するた
め、市民・交通事業者・行政などで構成
する生駒市地域公共交通活性化協議会を
設置します。 

◆駅及び駅周辺のユニバーサルデザイン 

・公共交通機関の利便性と安全性の向上
のため、鉄道事業者や関係機関と連携し
ながら駅とその周辺をユニバーサルデザ
インに配慮した整備を進めます。 

◆自転車の利用促進 

・マイカー利用のみに頼らない生活スタ
イルの普及をめざし、自転車通行空間の
充実や、電動アシスト自転車の普及支援、
レンタサイクルの活用促進、自転車シェ
アリングの支援など、環境にやさしい自
転車利用を促進する取り組みを検討して
いきます。 

・CO2 削減の手段の一つとして、公共
交通の利用を促進するため、駅だけでな
くバス停における駐輪施設の整備につい
ても調査・検討していきます。 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆意識啓発への取組み 

・道路・交通対策等のあり方について、
利用情報の提供促進や、利用促進に係る
意識啓発のための情報発信を図ります。 

・市民の公共交通サービスに関する施策
のあり方や利用促進への意識を啓発する
ために、公共交通サービスの状況や利用
情報など、情報の発信を図ります。 

◆公共交通の利用促進の取組み 

・鉄道・バス等の公共交通や、駅・バス
停周辺の施設などについて、利用情報を
収集し発信することで、誰もが公共交通
を利用しやすい環境づくりにつながる、
市民が自主的に進める取組みに対し、支
援を図ります。 

・公共交通利用への意識付けや利用促進
につながる、市民が自主的に進めるイベ
ント開催等への取組みに対し、支援を図
ります。 

◆迷惑駐車等の抑制に関する取組み 

・ボランティアによる迷惑駐車・駐輪等
の取締まりを支援・推進します。 

◆交通需要マネジメントの推進 

・自家用車を利用する市民が、交通手段
やその利用方法を工夫して、交通混雑を
緩和するためのﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構
築に向け、その制度の検討を進めます。 

 
◆拠点駅での交通結節点の機能強化 

・都市拠点や地域拠点では、地域の特性
に合わせ、利用者の立場を考慮した整備
を進めます。 

 
◆駅周辺の駐車・駐輪対策の推進 

・生駒駅・東生駒駅周辺を違法駐車等防
止重点地域に指定し、交通指導員による
巡回・啓発活動を推進します。 

・生駒駅北口開発と併せて、駐車場の拡
充を図るとともに、各鉄道駅周辺につい
て、空地等を活用しつつ、関係機関と連
携しつつ、地域の実情・課題に応じた駐
車・駐輪施設の充実を検討していきます。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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２） 公園緑地・河川の整備・誘導の方針 
① 公園緑地の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・開発等における緑化基準を適切
に運用するとともに、地区計画制度
や景観法等を活用し、緑地の確保
や緑化推進を図ります。 
 
◆公共施設や拠点地区における
緑化推進 

・公共施設等の公共用地や幹線道
路の緑化推進を図るとともに、緑の
環境に配慮した公共事業の推進を
図ります。 

・都市拠点や地域拠点等の拠点地
区において、民間開発と連携し、先
導的かつ質の高い公共空間の緑化
に努めます。 
 
◆既存公園の適正な公園管理 

・子どもや高齢者等が安心して利用
できるよう、既存公園等について、
施設のバリアフリー化や老朽化した
公園設備の更新・拡充と長寿命化
を計画的に進めるなど、適正な公
園管理を推進します。 
 
◆身近な公園環境の充実 

・緑の基本計画を基本とし、地域住
民ニーズを踏まえながら、借地公園
の適用検討や、自然・田園・歴史文
化等の地域資源を活かした休憩空
間の確保検討など、環境・景観・レ
クリエーション・防災等の機能向上
に資する身近な公園緑地環境の充
実を図ります。 

・既存の公園の防災機能のあり方に
ついて、検討していきます。 
 
 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・生垣助成制度や花と緑のわが
まちづくり助成制度等の活用促
進を図るとともに、花と緑の景
観まちづくりコンテスト等による
優良緑化事例の顕彰など、花
と緑あふれる暮らし環境が身近
に増えていくような取組みを支
援していきます。 

・地域住民による創意工夫ある個
性的な緑化の取組みを拡充す
るため、支援の充実について
検討していきます。 
 

◆市民主体の公園の管理・利用の取

組み 

・市民が自主的に既存公園の管
理や利活用促進を図る取組み
を支援していきます。 
 

◆既存公園等の利活用促進 

・既存公園やスポーツ施設、学
校、散策路等と連携しつつ、幅
広い市民が親しめるスポーツ・
健康運動の交流イベントの充
実など、まちぐるみで運動した
くなるような健康増進の取組み
を支援していきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民の自

主的な取組み 

・市民が責任をもって公共用地
の緑化推進や保全を図るアダ
プト制度について検討します。 
 

◆人材育成の取組み 

・まちなかの緑化に資するリーダ
ーや人材育成について、いこ
ま塾等の学習機会の拡充や、
関連団体等の交流・連携の促
進を支援していきます。 

 

◆拠点地区や主要幹線道路における
良質な緑化推進 

・都市拠点や地域拠点等の拠点地
区や主要な幹線道路において、市
街地開発事業や地区計画制度、景
観法等の活用を図り、ゆとりあるパ
ブリックスペースの確保や、質の高
い緑地・緑化環境の形成により、ア
メニティの高い空間形成を誘導して
いきます。 

・各拠点の地域特性や周辺資源特
性を十分に踏まえつつ、個性的な
緑化や水辺空間の活用、歴史文化
的なモチーフの導入など、各拠点
が個性を競うような魅力ある整備を
誘導していきます。 
 
◆公園緑地等を活かした市民の自
主的な取組み 

・親しまれる地域の公園整備を目的
に、市民が自主的に公園のリニュー
アルや管理を行うコミュニティパーク
事業の促進を図ります。 

 

・緑の市民委員会や花好き・自然好
き市民交流サロンなど、地域住民と
行政がともに公園の管理・利用につ
いて話し合える場・機会の拡充と支
援を図ります。 

 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆拠点地区における緑化推進 

・都市拠点や地域拠点では、関係住民と
の合意形成を図り、市街地開発事業や地
区計画制度等を活用し、ゆとりある公共
空間の確保や、地域の「顔」となる緑地・
緑化環境の形成を図ります。 

・各拠点における緑地・緑化環境の整備
については、それぞれの地域特性や周辺
の既存資源の特性を十分に踏まえた個性
的なものとし、各拠点がその個性を競う
ような魅力ある整備を誘導していきま
す。 

◆幹線道路における緑化推進 

・幹線道路では、周辺住民の合意形成を
図りながら、“花と緑のシンボル”とな
るよう、積極的な緑化に取り組むととも
に、適切な維持管理や周辺美化に取り組
みます。 

◆公園緑地等を活かした市民の自主的な
取組み 

・地域の方々が身近な公園に愛着を持っ
て利用し、将来にわたり育めるよう公園
づくりを支援する「コミュニティパーク
事業」の促進を図ります。 

・「緑の市民委員会」や「花好き・自然
好き市民交流サロン」など、地域住民と
行政がともに公園の管理・利用や花と緑
を通したまちづくりについて話し合える
「場」・「機会」づくりを行います。 

◆緑の基金を活用した緑化推進の拡充 

・「生駒市みどりの基金」をPR して寄
付金を募り、基金を活用した緑化推進事
業を拡充します。 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・生垣助成制度や花と緑のわがまちづく
り助成制度等の活用促進を図るととも
に、花と緑の景観まちづくりコンテスト
等による優良緑化事例の顕彰など、花と
緑あふれる暮らし環境が身近に増えてい
くような取組みを支援します。 

・地域住民による創意工夫による個性的
な緑化の取組みを拡充するため、支援方
策の充実について検討します。 

◆市民による管理運営・維持 

・市民が責任を持って公園等の緑化推進
や保全を図るアダプト制度について検討
します。 

・市民が責任を持って、地域の特性に応
じた街路樹や緑地帯の管理を行えるアダ
プト制度について検討します。 

◆既存公園等の利活用促進 

・公園・緑地等において、地域でスポー
ツ・レクリエーション活動が活発に行わ
れるような組織づくり、環境づくり等の
取組みを支援していきます。 

◆意識啓発の取組み 

・まちなかの緑化に資するリーダーや人
材育成について、「花とみどりの楽校」
や「いこま塾」等の学習機会の拡充や、
交流・連携の促進を支援していきます。 

◆歩行空間の確保 

・歩いて楽しい歩行空間の確保に向け、
“花と緑の景観まちづくり”など、地域
においてそれぞれ特色ある取組みを進め
ます。 

 

 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・開発等における緑化基準を適切に運用
するとともに、地区計画制度や景観法等
を活用し、緑地の確保や緑化の推進に努
めます。 

◆公共施設等の緑化推進 

・公共施設等の公共用地や幹線道路の緑
化推進を図るなど、緑の環境に配慮した
公共事業を推進します。 

・都市拠点や地域拠点では、民間開発と
連携し、地域の「顔」にふさわしい緑化
の推進に努めます。 

◆既存公園の適正な公園管理 

・既存の公園については、だれもが安心
して利用できるよう、園内のバリアフリ
ー化や設備の更新を行うなど、適正な管
理に努めます。 

◆身近な公園環境の充実 

・借地公園制度などを活用し、地域のニ
ーズを踏まえた公園・緑地空間の整備に
努めます。 

・自然・田園、歴史文化等、既存の地域
資源を活かすための、景観、レクリエー
ション機能の充実を図ります。 

・既存の公園の防災機能のあり方につい
て、検討していきます。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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② 河川の整備 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆うるおいある水辺環境の保
全・形成 

・奈良県が整備を進めている富
雄川・竜田川について、多様な
生物が生息できる多自然型川
づくりの整備を働きかけるととも
に、生物の生息域として環境保
全に努めます。 

・奈良県が整備を進めている竜
田川の整備に併せて、河川堤
防等を利用した遊歩道や親水
公園の整備を働きかけます。 

・良好な水辺環境の育成に向け
ては、生活排水対策や、水量
確保、浄化対策など、適切な方
向を検討していきます。 

・河川景観の保全と市民の憩いの
場としての魅力の向上を図りま
す。 

 
 

◆水辺を楽しむ取組み 

・市民が自主的に水辺を楽しむ
場、モデルルート、楽しみ方等
を企画・提案・情報発信する取
組みについて、支援を行いま
す。 

・市民が自主的に企画・開催す
る、水辺を活かした交流イベン
トの取組みについて、支援を行
います。 
 

◆市民等による公共用地の管理
運営・維持 
・市民が責任を持って水辺に親し
む河川景観の形成のための管理
等のアダプト制度について検討
します。 
 

◆親水空間の再生・整備 
・水路を、地域との連携のもと地
域の憩いの場、親水空間として整
備の手法を検討します。 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆被害の実態調査 

・降雨時における溢水・浸水被害の実態
調査を市民が行い、河川・水路の改修整
備計画の基礎資料とします。 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆水辺を楽しむ取組み 

・市民が自主的に水辺を楽しむ場、モデ
ルルート、楽しみ方等を企画・提案・情
報発信する取組みについて、支援を行い
ます。 

・市民が自主的に企画・開催する、水辺
を活かした交流イベントの取組みについ
て、支援を行います。 

◆市民等による管理運営・維持 

・市民が責任を持って水辺に親しむ河川
景観の形成のための管理等が行える仕組
み（アダプト制度等）について検討しま
す。 

 

 

◆うるおいある水辺環境の保全・形成 

・富雄川・竜田川では、多様な生物が生
息できる多自然型川づくりの整備を行う
とともに、生物の生息域として環境保全
に努めます。 

・竜田川の河川整備に併せて、河川堤防
等を利用した遊歩道や親水公園の整備に
努めます。 

・良好な水辺環境の育成にむけ、生活排
水対策や水量確保、浄化対策など、適切
な取組みを検討・充実していきます。 

・河川景観の保全と市民の憩いの場とし
ての魅力の向上を図るため、竜田川の桜
並木や、富雄川のコスモスに代表される
ような取組みを今後も継続して行ってい
きます。 

 

◆治水・水防対策 

・小規模な河川・水路の改修・整備を計
画的・効率的に行い、通水機能を確保し、
治水・水防対策に努めます。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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３） 供給処理施設の整備・誘導の方針 
① 上水道の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 下水道の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 都市環境の整備・誘導の方針 

  

 ◆上水道の安定供給の推進 

・安定した水道水の供給を図るた
め、将来の企業立地動向と需
要を踏まえつつ、水道水源の
確保を図ります。 

・水質の維持・浄水技術の向上
のため、浄水場の統合・改良を
進めます。 

・雨水などを利用する手法の調
査・検討を図り、水資源の有効
活用を進めます。 

 

 

◆資源循環型社会への取組みの
支援 

・ごみの減量・発生抑制・リサイク
ル促進に向けて、市民への啓
発活動や情報提供を図ります。 

・ごみの不法投棄を防止するた
め、市民への啓発等の情報発
信や学習機会の拡充を支援し
ます。 

・市民が自主的に行う、環境美化
等の取組みを支援します。 

 

◆廃棄物処理施設の整備と資源
循環型社会の推進 

・清掃リレーセンターおよび清掃
センターの適正な管理・運営に
努め、処理能力の維持・向上を
図ります。 

・資源ごみの適正な分別・回収
するシステムの整備を推進し、
リサイクル拠点の整備および
BDF の利活用を図ります。 

・新たなエネルギー（バイオマス、
太陽光、雨水など）を利活用す
る取組みの調査・検討を進めま
す。 

 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄
化槽への転換、浄化槽や宅地
内配水設備の適正な維持管理
について、市民への啓発と理
解の推進を図ります。 

 

 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備とともに、合
併処理浄化槽などの生活排水
処理施設の設置を促進し、快
適な生活環境づくりと河川水質
の向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山田川
浄化センターや下水道管渠な
どの下水道施設の適正な維
持・管理を図ります。 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄
化槽への転換、浄化槽や宅地
内配水設備の適正な維持管理
について、指導・誘導を図りま
す。 

 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃からの節水
と給水装置の適正な維持管理について、
啓発・指導を図ります。 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃からの節水
と給水装置の適正な維持管理について、
啓発・指導を図ります。 

 

◆水道ビジョンに基づく安全・快 

適な水の供給の推進 

・安定した水道水の供給を図るため、将
来の企業立地動向と需要を踏まえつつ、
水道水源の確保を図ります。 

・水質の維持・浄水技術の向上のため、
浄水場の統合・改良を進めます。 

･災害時でも安定した水道水供給が行え
るよう、施設の耐震化及び設備の改良を
図ります。 

◆雨水の有効利用の推進 

・地球環境にやさしい施策の一つとして、
雨水などを利用する手法の調査・検討を
図ります。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄化槽への
転換、浄化槽や宅地内配水設備の適正な
維持管理について、指導・誘導を図りま
す。 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処理浄化槽への
転換、浄化槽や宅地内配水設備の適正な
維持管理について、市民への啓発と理解
の推進を図ります。 

 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備とともに、合併処理
浄化槽などの生活排水処理施設の設置を
促進し、快適な生活環境づくりと河川水
質の向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山田川浄化セン
ターや下水道管渠などの下水道施設の適
正な維持・管理を図ります。 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 

◆資源循環型社会の推進 

・環境にやさしいバイオディーゼル燃料
（BDF）の利活用の促進に向けて取り組
みます。 

・新たなエネルギー（バイオマス、太陽
光・熱、雨水など）を利活用する取組み
を進めます。 

・３R（ごみの減量・発生抑制、再使用、
リサイクル）の推進に向けて、調査・検
討していきます。 

・現在実施している「もったいない食器
市」をはじめとして、様々な資源のリユ
ース・リサイクルの取組みを推進します。 

 

◆資源循環型社会の構築にむけた支援 

・ごみの減量化・発生抑制・リサイクル
の促進に向けて、市民への啓発活動や情
報提供を行います。 

・ごみの不法投棄を防止するため、市民
への啓発等の情報発信や学習の機会の充
実を支援します。 

・市民が自主的に行う、環境美化の取組
みを支援します。 

 

 

◆資源循環型社会の推進 

・資源ごみの適正な分別・回収を行うシ
ステムの整備を行うとともに、リサイク
ル拠点の整備を推進します。 

◆処理施設の管理運営 

・清掃リレーセンター及び清掃センター
の処理能力の維持・向上を図りながら、
施設の適正名管理・運営に努めます。 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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① 自然的環境の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３. 自然的環境の保全・形成の方針 

◆良好な田園環境の保全 

・のどかな田園環境を形成してい
る、農地の保全を図るため、借
地農地事業等の活用を促進し
ます。 

・市街地内の良好な農地につい
て、生産緑地の新たな指定拡
大を検討し、身近な農地の保
全を進めます。 

・新たな農地保全に係る支援の
仕組みの充実について検討を
進めます。 

 
◆良好な自然的環境の保全 

・希少な固有種の保全を図りま
す。 

・景観法に基づき景観計画や景
観条例の策定を図るとともに、
市民と共に取り組む景観形成
の基本計画を策定し、良好な
自然的環境・景観の保全に向
けて適切な運用を図ります。 

 
◆良好な自然的環境の情報発信 

・自然・田園環境に対する保全
意識の高揚と市民参加を促進
するため、自然環境等調査を
実施します。 

・市民ニーズを踏まえつつ、広報
や各種生涯学習の機会拡充等
により、様々な情報提供を行い
ます。 

 
◆防災に資する自然的環境の保

全 

・災害の抑制を図るため、災害の
危険性のある自然地等の保全
を図ります。 

 
◆農政連携による鳥獣被害の対

策 

・農地の保全と産業振興を図るた
め、鳥獣被害を抑制する取組
みについて、農政部局等と連
携しつつ、検討と対策を推進し
ていきます。 

 

◆山林・里山を守る取組み 

・里山の自然を維持・保全するた
め市民等が行う、草刈りや間伐
等の取組みについて、支援し
ます。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・高齢化と担い手不足により、遊
休農地化しないような保全につ
いての市民の取組みを支援し
ます。 

・農地の保全につながる営農意
欲高揚のための地産地消等の
市民の取組みを支援します。 
 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う環境の保全・美化を
図る新たな取組みを支援しま
す 

 

◆情報発信の取組み 

・環境の保全・美化の重要性に
ついて、広く市民の意識啓発
や学習に資する交流イベントや
各種情報発信の取組みについ
て、支援します。 
 

◆人材育成の取組み 

・環境の保全や美化に係るリー
ダーや人材育成について、い
こま塾等の学習機会の拡充
や、関連団体等の交流・連携
の促進を支援していきます。 

 

◆山林・里山を守る取組み 

・市街地内の身近な里山・緑地
の維持・保全・活用を図るた
め、市民の森制度、樹林バンク
制度を促進します。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・農地の保全活用につながる遊
休農地活用事業や借地農地
事業及び市民農園事業を促進
します。 

 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う清掃活動や美化活
動、ゴミの不法投棄のパトロー
ル等の取組みを促進します。 

 

◆幹線道路沿道の土地利用 

・幹線道路沿道の土地利用につい
ては、周辺の自然景観と調和する
よう指導、誘導、協議をします 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆山林・里山を守る取組み 

・地域制緑地による山林の保全に加えて、
市街化区域内の樹林の保全・活用など、
緑を保全するための仕組みづくりに取り
組みます。 

・市内の自然環境を把握し、その保全を
図るための取組みを推進します。 

◆田園環境を守る取組み 

・農地の保全・活用につながる遊休農地
活用事業や市民農園事業を促進します。 

・市街化調整区域内の幹線道路等の沿道
における土地利用については、周辺の自
然景観と調和するよう指導、誘導、協議
を行います。 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う清掃活動や美化活動、ゴミ
の不法投棄のパトロール等の取組みを促
進します。 

 

 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆山林・里山を守る取組み 

・市街化区域内の樹林の保全・活用など、
緑を保全するための「樹林バンク制度」
の促進を図ります。 

・里山の優れた自然環境を維持・保全す
るため、市民等が行う草刈りや間伐等の
取組みについて支援します。 

◆田園環境を守る取組み 

・高齢化と担い手不足により、遊休農地
化しないような保全についての市民の取
組みを支援します。 

・農地の保全につながる営農意欲高揚の
ための地産地消等の市民の取組みを支援
します。 

◆環境の保全・美化を図る取組み 

・地域で行う環境の保全・美化を図る新
たな取組みを支援します 

◆情報発信の取組み 

・環境の保全・美化の重要性について、
広く市民の意識啓発、学習に資する交流
イベントや各種情報発信の取組みについ
て支援します。 

◆意識啓発の取組み 

・環境の保全や美化に係るリーダーや人
材育成について、「花とみどりの楽校」
や「いこま塾」等の学習機会の拡充や、
交流・連携の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

◆良好な田園環境の保全 

・のどかな田園環境を形成している、農

地の保全を図るため、遊休農地活用事業

等の活用を促進します。 

・市街地内の良好な農地について、生産

緑地の新たな指定拡大を検討し、身近な

農地の保全を進めます。 

・新たな農地保全の仕組みの充実につい

て検討を進めます。 

◆良好な自然的環境の保全 

・絶滅種・希少種の保護を進めます。 

・本市の景観に関する特性を踏まえ、景

観形成の基本目標である「自然と都市が

調和した景観まちづくり」を目指した景

観計画・景観条例を策定し、良好な自然

的環境・景観の保全に向けて適切な運用

を推進します。 

◆良好な自然的環境の情報発信 

・自然・田園環境に対する保全意識の高

揚と、市民参加を促進するため、自然環

境等調査を実施します。 

◆防災に資する自然的環境の保全 

・災害の抑制を図るため、災害の危険性

のある自然地等の保全を図ります。 

◆鳥獣被害の対策 

・農地の保全と産業振興を図るため、鳥

獣被害を抑制する取組みを推進していき

ます。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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② 自然的環境の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆田園環境に親しむ制度等の活用
促進 

・身近な農地に親しむ環境・機会
の充実と、遊休農地等の活用
促進を図るため、借地農地事
業、遊休農地活用事業を活用
し支援を図ります。 
 

◆自然等を楽しむ取組み 

・市民が自主的に自然（山林・里
山、水辺）・田園等の地域資源
を楽しむ場、モデルルート、楽
しみ方等を企画・提案・情報発
信する取組みについて、支援
を行います。 

・市民が自主的に企画・開催す
る、自然体験等の交流イベント
の取組みについて、支援を行
います。 
 

◆人材育成の取組み 

・自然的環境を活かすリーダー
や人材育成について、いこま
塾等の学習機会の拡充や、関
連団体等の交流・連携の促進
を支援していきます。 
 

 

◆多彩な自然等に親しむ交流・レク
リエーション環境・機会の充実 

・里山・緑地の保全の意義や効
用を学び、自然と共生する心が
育まれるような環境学習や保全
の取組みに係るカリキュラムの
充実を図ります。 

・矢田丘陵遊歩道や生駒山のハ
イキングコース、くろんど池など
の自然に親しむ地域資源につ
いて、適切な維持管理に努め
ます。 

・既存の地域資源について、より
広域的な交流促進も含めて、
自然体験・環境学習・地域学
習など多様な体験交流イベント
の一層の促進と PR の強化を図
り、交流人口の増大を図りま
す。 
 

◆うるおいある水辺環境の保
全・形成 

・奈良県が整備を進めている富
雄川・竜田川について、多様な
生物が生息できる多自然型川
づくりの整備を働きかけるととも
に、生物の生息域として環境保
全に努めます。 

・奈良県が整備を進めている竜
田川の整備に併せて、河川堤
防等を利用した遊歩道や親水
公園の整備を働きかけます。 

・良好な水辺環境の育成に向け
ては、生活排水対策や、水量
確保、浄化対策など、適切な方
向を検討していきます。 

 
◆回遊環境の充実 

・既存の観光交流ルートを活用し
つつ、自然・田園・歴史文化等
の地域資源や、主要な公共施
設、拠点駅等が連携するよう
な、モデル散策・回遊コースや
案内サイン等の充実を図りま
す。 

 
 
 

 

◆里山環境に親しむ制度等の活用
促進 

・身近な里山に親しむ環境・機会
の充実を図るため、市民の森
制度、樹林バンク制度等を推
進し、協働による整備・保全を
行います。 

・身近な農地に親しむ環境・機会
の充実と、レクリエーションのた
め、市民農園を促進します。 

 
◆回遊環境の充実 

・公共交通の利便性を活かした
観光交流活動の活性化をめざ
し、生駒ケーブルや鉄道駅、バ
スルートと連携した観光交流ル
ートや体験・学習等のイベント
企画等の拡充を図ります。 

 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆里山環境に親しむ制度等の活用促進 

・身近な里山に親しむ環境・機会の充実
を図るため、市民の森制度、樹林バンク
制度等を推進し、協働による整備を行い
ます。 

◆自然等を楽しむ取組み 

・矢田丘陵遊歩道や生駒山ハイキングコ
ース、くろんど池などの自然に親しむ地
域資源について、適切な維持管理に努め
ます。 

・生駒市全体を野外博物館に見立てた「生
駒フィールドミュージアム」の推進によ
り、市内の自然・田園・歴史文化等の地
域資源を散策できるモデルルートの策定
や、生駒ケーブルなどの公共交通機関の
利便性を活かした体験・学習等のイベン
ト企画等の拡充を図ります。 

・「生駒山系広域利用促進協議会」など、
広域的な連携による地域資源の活用に向
けた取り組みを促進します。 

◆良好な水辺環境の保全・活用 

・自然環境に配慮しつつ、四季が感じら
れる水辺の環境美化活動を推進します。 

・流域の地域住民や団体等で、河川堤防
等の除草等清掃活動を促進します。 

 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆田園環境に親しむ制度等の活用促進 

・身近な農地に親しむ環境・機会の充実
と、遊休農地等の活用促進を図るため、
遊休農地活用事業の推進を図ります。 

◆自然等を楽しむ取組み 

・市民が自主的に自然（山林・里山、水
辺）・田園等の地域資源を楽しむ場、モ
デルルート、楽しみ方等を企画・提案・
情報発信する取組みについて、支援を行
います。 

・市民が自主的に企画・開催する、自然
体験等の交流イベントの取組みについ
て、支援を行います。 

◆水辺を楽しむ取組み 

・市民が自主的に水辺を楽しむ場、モデ
ルルート、楽しみ方等を企画・提案・情
報発信する取組みについて、支援を行い
ます。 

・市民が自主的に企画・開催する、水辺
を活かした交流イベントの取組みについ
て、支援を行います。 

◆意識啓発の取組み 

・自然的環境を活かすリーダーや人材育
成について、「花とみどりの楽校」や「い
こま塾」等の学習機会の拡充や、交流・
連携の促進を図ります。 

◆市民等による管理運営・維持 

・市民が責任を持って水辺に親しむ河川
景観の形成のための管理等が行える仕組
み（アダプト制度等）について検討しま
す。 

◆良好な水辺環境の保全・活用 

・市民等の、自然環境に配慮した身近な
水辺環境の推進活動を支援します。また、
関連団体等の交流と連絡調整を支援して
いきます。 

◆多彩な自然等に親しむ交流・レクリエ
ーション環境・機会の充実 

・里山の環境保全の意義や効用を学び、
自然と共生する心が育まれるような環境
学習や、保全の取組みに係るカリキュラ
ムの充実を図ります。 

◆うるおいある水辺環境の保全・形成 

・富雄川・竜田川では、多様な生物が生
息できる多自然型川づくりの整備を行う
とともに、生物の生息域として環境保全
に努めます。 

・竜田川の河川整備に併せて、河川堤防
等を利用した遊歩道や親水公園の整備に
努めます。 

・良好な水辺環境の育成にむけ、生活排
水対策や水量確保、浄化対策など、適切
な取組みを検討・充実していきます。 

・河川景観の保全と市民の憩いの場とし
ての魅力の向上を図るため、竜田川の桜
並木や、富雄川のコスモスに代表される
ような取組みを今後も継続して行ってい
きます。 

 

 

 

 

 

 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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３－４. 都市景観形成の方針 

◆景観法に基づく景観計画や景
観条例の策定と適切な運用 

・本市の景観的な特性を踏まえ、
景観形成の基本目標である
「みんなでつくる“やさしさ”と“う
るおい” 緑の文化公園都市」
の実現を目指した景観計画・
景観条例の策定や、その適切
な運用を推進します。 

・道路、河川、公園など、良好な
景観形成にとって重要な要素
となる公共施設については、関
係機関等との連携のもと、周辺
景観との調和や良好な景観形
成に十分配慮した景観としてい
きます。 

 
◆良好な景観形成のための行為

の制限 

・景観上重要な位置づけがなさ
れる地区（広域幹線沿道地区
や生駒駅前北口再開発地区）
については、景観形成地区とし
て位置づけ、きめ細かな景観
規制と質の高い景観形成を図
っていきます。 

 

◆屋外広告物の規制 

・良好な景観の形成に向けて重
要な要素となる屋外広告物に
ついて、県の条例に基づき適
正な掲出について指導してい
きます。 

 

◆生駒の良好な景観を学ぶ取組
み 

・生駒の良好な景観資源や問題
点、景観法や景観計画等に関
心をもち、学習したり、様々な
交流を行う機会の充実・支援を
図るとともに、広報紙等による
情報発信を図ります。 
 

◆既存制度等を活かした良好な
景観形成 

・生垣助成制度、花と緑のわがま
ちづくり助成制度、景観形成地
区指定等の活用促進を図ると
ともに、花と緑の景観まちづくり
コンテスト等による優良事例の
顕彰など、良好な景観形成の
取組みの支援を図ります。 
 

◆景観を積極的に楽しむ取組み 

・市民が自主的に景観を楽しむ
場、モデルルート、楽しみ方等
を企画・提案・情報発信する取
組みや、自然等の景観体験等
の交流イベントを企画・開催す
る取組みについて、支援を図り
ます。 

 

◆人材育成の取組み 

・景観形成に資するリーダーや
人材育成について、いこま塾
等の学習機会の拡充や、関連
団体等の交流・連携の促進を
支援していきます。 

 
 

 

◆良好な景観形成のための行為
の制限 

・一定規模以上の建築物などの
建設や開発行為を行う場合は、
魅せる景観、見られる景観の考
えに基づき、周辺と調和した良
好な景観形成に向けて、規制・
誘導を図っていきます。 

・自然、田園、市街地の良好な景
観形成を図るため、景観形成に
関する区域区分（市街地景観区
域、田園景観区域、自然景観区
域）に基づき、各区域の景観形
成の基準との適合を図りつつ、
良好な景観の形成に協働で取
組んでいきます。 

・景観形成地区は、今後、市民と
の協働のもと、景観に十分配慮
すべき地区（景観配慮地区）の
検討を図りながら、必要に応じた
追加指定を促進していきます。 

 

◆屋外広告物の適正な掲出 

・地域における良好な景観の形
成に向けて、道路などに掲出さ
れた違反広告物の除却作業を
促進します。 
 

◆良好な景観形成に向けての継
続的な協働の取組み 

・景観法に基づく景観計画の運
用（具体的なルールづくり）や、
協働に基づく、より一層良好な
景観づくりに取組むための景
観基本計画の策定に向けて、
継続的な市民との対話の機会
づくりを図っていきます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆良好な景観形成のための行為の制限 

・地区単位での良好な景観形成を推進す
るため、市と市民、事業者が共同で景観
上重要な地区を定め、きめ細かな景観形
成のためのルールを定めます。 

◆屋外広告物の適正な掲出 

・地域における良好な景観の形成に向け
て、道路などの公共スペースに掲出され
た違反広告物の除却などを市と市民が協
働で行い、広告主に対し適正な広告物の
掲出を促します。 

◆良好な景観形成に向けての継続的な取
組み 

・多くの市民、事業者が協働して良好な
景観づくりに取組んでいける方策を、市
と市民、事業者で検討し、生駒市の景観
マスタープランとなる景観形成基本計画
を策定します。 

・計画策定後も計画の進捗状況を逐次確
認し、必要に応じた計画の改定が行える
よう継続的に対話の機会を設けます。 

◆良好な沿道景観の向上 

・幹線道路の沿道を景観計画の広域幹線
沿道地区に指定し、周辺と調和した沿道
景観づくりに努めます。 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆生駒の良好な景観を学ぶ取組み 

・生駒らしい景観スポットや良好な景観
資源を発掘することにより、景観への関
心を高め、市民一人一人が自主的、自律
的な景観形成に取組むことができるよ
う、様々な学習の場を設け、市民同士の
交流を行う機会を充実させるとともに、
広報紙等による情報発信を行います 

◆既存制度等を活かした良好な景観形成 

・「生垣助成制度」、「花と緑のわがま
ちづくり助成制度」などの助成や、花と
緑の景観まちづくりコンテスト等による
優良事例の顕彰などを行い、良好な景観
形成の取組みを支援します。 

◆景観を積極的に楽しむ取組み 

・市民が自主的に景観を楽しむ場、モデ
ルルート、楽しみ方等を企画・提案・情
報発信する取組みや、自然等の景観体験
等の交流イベントを企画・開催する取組
みについて、支援を図ります。 

◆意識啓発の取組み 

・良好な景観を維持又は創造するために
は、市民同士の情報交換やグループ作り
が不可欠であるため、景観形成に関する
諸活動におけるリーダーや関係団体の育
成について、「花とみどりの楽校」や「い
こま塾」等の学習機会の拡充や交流・連
携の促進を図ります。 

 

◆景観法に基づく景観計画や景観条例の
策定と適切な運用 

・本市の景観に関する特性を踏まえ、景
観形成の基本目標である「自然と都市が
調和した景観まちづくり」を目指した景
観計画・景観条例を策定し、その適切な
運用を推進します。 

◆景観に配慮した公共事業の実施 

・良好な景観の形成に重要な要素となる
道路、河川、公園など公共施設について
は、庁内関係部署や国、県等と連携し、
周辺景観と調和した整備に努めます。 

◆屋外広告物の規制 

・良好な景観の形成に向けて重要な要素
となる屋外広告物について、奈良県や、
関係市町村と連携市適切な屋外広告物の
掲出を促進します。 

◆生駒駅前北口再開発地区の景観 

・生駒駅前北口再開発地区では、より一
層の良好な景観形成を目指し景観形成地
区への編入を行います。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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１） 都市防災の方針 
① 防災まちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５. 安全・安心のまちづくり方針 

◆市街地の耐震化・不燃化の取組
みの支援 

・一般建築物の耐震診断・改修
の支援を継続し、耐震化を推
進していきます。 

 
◆自主防災組織の結成支援 
・自主防災組織の結成の推進、資
機材整備の支援 
 

◆防災まちづくりの推進 

・市が管理すべき河川・水路につ
いて、地域の現状に配慮した
治水対策を講じるとともに、竜
田川、富雄川等の一級河川の
改修を県に働きかけていきま
す。 

・市有建築物や避難施設の早急
な耐震診断と適切な改修を実
施します。 

・既存の公園の防災機能のあり
方について、検討していきま
す。 

・災害の抑制を図るため、減災に
資する自然地等の保全を図る
とともに、防災上問題があり宅
地利用に適さない土地につい
ては、宅地利用の規制・誘導を
検討していきます。 

・緊急輸送活動の確保、道路交通
管制体制の整備を関係機関との
連携を図りながら推進する。 
 

◆都市基盤の防災対策の取組み 

・上・下水道、電気、ガス、通信な
どのライフラインについて、災
害時における被害の軽減を図
るため、耐震化を推進します。 

・ため池崩壊を未然に防ぐため、
マニュアルシートの作成を指導
し、適切な維持管理を支援して
いきます。 

・危険物施設の保安の強化、施
設の保全、耐震化、保安指導
の強化 
 

◆市街地の耐震化・不燃化の取組
み 

・道路が狭く木造老朽建築物が
密集する既成市街地におい
て、建築物の耐震化の促進、
建物の更新と併せた公園やオ
ープンスペースの確保、セット
バック等による生活道路の拡幅
など、市街地の防災性の向上
を図っていきます。 
 

◆都市の防災構造の強化 
・地域内の防火、防災対策の推進、
防災空間、防災拠点の体系的整備 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆都市基盤の防災対策の取組み 

・上・下水道、電気、ガス、通信などの

ライフラインについて、災害時における

被害の軽減を図るため、耐震化を推進し

ます。 

・ため池崩壊を未然に防ぐため、マニュ

アルシートの作成を指導し、適切な維持

管理を支援していきます。 

・危険物施設の保安の強化、施設の保全、

耐震化、保安指導の強化を図ります。 

◆市街地の耐震化・不燃化の取組み 

・木造老朽建築物の耐震化の促進、建物

の更新と併せた公園やオープンスペース

の確保、セットバック等による生活道路

の拡幅など、市街地の防災性の向上を図

っていきます。 

◆都市の防災構造の強化 

・地域内の防火、防災対策の推進、防災
空間、防災拠点の体系的整備を進めます。 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆市街地の耐震化の取組み 

・一般建築物の耐震診断・改修の支援を
継続し、耐震化を推進していきます。 

◆自主防災組織の結成支援 

・自主防災組織の結成の推進を図り、結
成された組織に対して資機材整備の支援
を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆防災まちづくりの推進 

・河川・水路については、地域の現状と
環境に配慮した治水対策を講じるととも
に、竜田川、富雄川等の一級河川の改修
を行っていきます。 

・市有建築物の早急な耐震診断と適切な
改修を実施します。 

・新たな市街地等の形成を図る際には、
土砂災害や洪水等の発生危険性を十分に
考慮し、規制・誘導を行います。 

・緊急輸送活動の確保、道路交通の管制
体制の整備を、関係機関との連携を図り
ながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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② 減災体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆防災意識の啓発、向上と自主防
災体制の整備強化 

・市民・企業の防災意識の向上
を図るため、様々な方法、機会
を通じて、ハザードマップ、災
害危険個所、避難場所、地域
防災計画など、防災に関する
情報提供を行います。 

・自主防災組織の結成を促進す
るとともに、住民等の防災訓練
への参加促進を図ります。 

・自治会等のコミュニティ形成や
情報把握・伝達体制づくりの重
要性に関する意識啓発に係る
情報発信や学習機会づくりを
支援していきます。 

 

◆地域の安全・安心を知る取組み 

・自分たちが住んでいる地域に
ついて、地域住民が、防災の
面で危険な場所がないか、災
害時の避難活動等の問題はな
いか等、安全・安心に係る問
題・課題を調べたり知るような
取組みの支援を図ります。 

 
◆あいさつ、見守り活動の啓発 
・安全安心なまちづくりと、市民
の自主的な防災・防犯活動につな
がるあいさつ運動や見守り活動
が進められるよう啓発に努めま
す。 
 

◆地域の安全・安心の取組み 
・地域の自主的な防災、減災活動
の支援を検討します。 

◆減災まちづくりの推進 

・災害危険個所の継続調査を進
めるとともに、その結果を踏まえ
つつ、避難場所等の総点検と
指定の見直しを図っていきま
す。 

・大和川流域の総合治水対策と
して、ため池治水利用施設や
雨水貯留浸透施設の整備を行
います。 

・市有建築物や避難施設の早急
な耐震診断と適切な改修を実
施します。 

・災害の抑制を図るため、減災に
資する自然地等の保全を図る
とともに、防災上問題があり宅
地利用に適さない土地につい
ては、宅地利用の規制・誘導を
検討していきます。 

・防災に関する様々なハザード
マップ、危険度マップの作成、
配布等による防災情報の発信 

 

◆防災ボランティア団体、量販店

等との連携促進 
・災害時における人材や物資等の
確保や活動を進めるため、防災ボ
ランティア団体や量販店等との
協定を行い、連携した防災対策を
進めていきます。 
◆情報提供や伝達体制の整備 
・様々な危機事象に対応する計画
マニュアルを作成します。 
・要援護者安否確認支援体制を確
立します。 
・行政と地域の諸団体、医療など
の機関と連携した健康ネットワ
ークづくりを推進します。 

 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的確な
判断に基づき行動ができるよ
う、災害時の情報処理方法や
対応をマニュアル化し、情報シ
ステムとして整備します。 

・災害時要援護者や観光客も含
めた的確な避難が図れるよう、
要援護者情報の把握に努める
とともに、関係機関等との連携
のもと、避難・誘導体制の強化
を図ります。 

・発災時の活動に必要な様々な
技術、スキルの習得、向上のた
め市民と協働で市民参加型の
防災訓練を実施 

 
◆避難路沿道の建物の耐震化・不

燃化の促進 
・広域避難地や一時避難地への避
難が安全に行われるよう、避難路
沿道建物の耐震化や不燃化を検
討します。 
 

◆開発基準による安全な住宅地

の誘導 
・減災や防犯に配慮した住宅地開
発を指導・誘導します 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的確な判断に基
づき行動ができるよう、災害時の情報処
理方法や対応をマニュアル化し、情報シ
ステムとして整備します。 

・災害時要援護者や観光客も含めた的確
な避難が図れるよう、要援護者情報の把
握に努めるとともに、関係機関等との連
携のもと、避難・誘導体制の強化を図り
ます。 

・発災時の活動に必要な様々な技術、ス
キルの習得、向上のため市民と協働で市
民参加型の防災訓練を実施します。 

◆避難路沿道の建物の耐震化・不燃化 

・広域避難地や一時避難地への避難が安
全に行われるよう、避難路沿道建物の耐
震化や不燃化を促進していくための制度
について検討します。 

◆開発基準による安全な住宅地の誘導 

・減災や防犯に配慮した住宅地開発を指
導・誘導します 

◆貯留・浸透施設の設置 

・貯留・浸透施設の設置に努め地域全体
で雨水の流出を抑制し、浸水被害軽減に
努めます。 

◆被害の実態調査 

・降雨時における溢水・浸水被害の実態
調査を市民が行い、河川・水路の改修整
備計画の基礎資料とします。 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆防災意識の啓発、向上と自主防災体制
の整備強化 

・市民・企業の防災意識の向上を図るた
め、様々な方法、機会を通じて、ハザー
ドマップ、災害危険個所、避難場所、地
域防災計画など、防災に関する情報提供
を行います。 

・自主防災組織の結成を促進するととも
に、住民等の防災訓練への参加促進を図
ります。 

・自治会等のコミュニティ形成や情報把
握・伝達体制づくりの重要性に関する意
識啓発に係る情報発信や学習機会づくり
を支援していきます。 

◆あいさつ、見守り活動の啓発 

・安全安心なまちづくりと、市民の自主
的な防災・防犯活動につながるあいさつ
運動や見守り活動が進められるよう啓発
に努めます。 

◆地域の安全・安心を知る取組み 

・自分たちが住んでいる地域について、
地域住民が、防災の面で危険な場所がな
いか、災害時の避難活動等の問題はない
か等、安全・安心に係る問題・課題を調
べたり知るような取組みの支援を図りま
す。 

 

 

 

 

 

◆減災まちづくりの推進 

・災害危険個所の継続調査を進めるとと
もに、その結果を踏まえつつ、避難場所
等の総点検と指定の見直しを図っていき
ます。 

・大和川流域の総合治水対策として、た
め池治水利用施設や雨水貯留浸透施設の
整備を行います。 

・市有建築物や避難施設の早急な耐震診
断と適切な改修を実施します。 

・災害の抑制を図るため、減災に資する
自然地等の保全を図るとともに、防災上
問題があり宅地利用に適さない土地につ
いては、宅地利用の規制・誘導を検討し
ていきます。 

・防災に関する様々なハザードマップ、
危険度マップの作成、配布等による防災
情報の発信を行います。 

・避難所となる公共施設については、太
陽光発電システムを導入するなど、災害
が発生した際の避難所機能の維持に向け
た施策について検討していきます。 

◆治水・水防対策 

・小規模な河川・水路の改修・整備を計
画的・効率的に行い、通水機能を確保し、
治水・水防対策に努めます。 

◆防災ボランティア団体、量販店等との
連携促進 

・災害時における人材や物資等の確保や、
災害復旧活動を進めるため、防災ボラン
ティア団体や量販店等との協定を行い、
連携した防災対策を進めていきます。 

◆情報提供や伝達体制の整備 

・様々な危機事象に対応する計画マニュ
アルを作成します。 

・要援護者安否確認支援体制を確立しま
す。 

・行政と地域の諸団体、医療などの機関
と連携した健康ネットワークづくりを推
進します。 

◆防災に資する自然的環境の保全 

・災害の抑制を図るため、災害の危険性
のある自然地等の保全を図ります。 

◆既存公園の適正な管理 

・既存の公園の防災機能のあり方につい
て、検討していきます。 

 

 

 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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２） その他公共施設等の整備・誘導の方針 
① 福祉のまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆中核的な医療施設の設置推進 

・二次救急医療などを担う地域の
中核的な病院の設置を図るとと
もに、周辺のバリアフリー化や
公共交通等のアクセスしやす
い環境の充実等を図ります。 

 

◆ユニバーサルデザイン・バリア

フリー化の推進 
・全ての人が安全で快適に公共施
設等を利用できるように、ユニバ
ーサルデザインに配慮した整備
を進めます。 
・既存の公共空間や公共施設にお
いてはバリアフリー化を促進し
ます。 
 

◆地域主体の健康づくり 
・地域の歩こう会や公共用地の管
理など自主的な住民の健康づく
り活動が進められるよう支援し
ます。 
 

◆高齢者福祉等の支援環境の充
実 

・自治会等と連携しつつ、高齢者
サロンとして活動できる場所の
拡大を図ります。 

・地域福祉活動のための拠点の
整備を支援し、住民の福祉活
動への参加や地域の交流を促
進します。 

 
◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増加す
る保育需要に対応するため、
私立保育所を開設し、待機児
童の解消を図ります。 

・子育て支援に関する研修会や
育児教室などの各種教室な
ど、誰もが子育てに興味を持ち
参加できるような機会を拡大し
ます。 

 
◆空地・空家や駅周辺の利便性を

活かした各種交流環境の充実 

・身近で日常的な交流環境（高
齢者福祉、子育て支援、コミュ
ニティ活性化）等の充実に向け
ては、地域の空地・空家の活用
や、 寄駅周辺での導入検討
など、地域住民ニーズを踏まえ
つつ、有効な取組みを誘導・促
進していきます。 

 
◆民間施設のユニバーサルデザ

イン・バリアフリー化の促進 
・住宅や店舗等民間の施設におい
ても福祉のまちづくり条例に基
づき、ユニバーサルデザイン・バ
リアフリー化の指導を進めます。 
 

◆安心して暮らせる住宅供給の

促進 
・介護サービス付きの住宅やグル
ープホーム等、高齢者や障害者も
安心して暮らすことのできる住
宅供給を福祉施策と連携し促進
します。 
 

 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆高齢者福祉等の支援環境の充実 

・自治会等と連携し、「高齢者サロン」
の活動推進を図ります。 

・地域福祉活動のための拠点整備を支援
し、住民の福祉活動への参加や地域の交
流を促進します。 

◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増加する保育需
要に対応するため、私立保育所の開設を
支援し、待機児童の解消を図ります。 

・子育て支援に関する研修会や育児教室
などの各種教室など、誰もが子育てに興
味を持ち参加できるような機会を拡大し
ます。 

◆各種交流環境の充実 

・身近で日常的な交流環境（高齢者福祉、
子育て支援、コミュニティ活性化）等の
充実に向けては、地域の空地・空家の活
用など、地域住民ニーズを踏まえつつ、
有効な取組みを誘導・促進していきます。 

◆民間施設のユニバーサルデザイン・バ
リアフリー化の促進 

・住宅や店舗等民間の施設においても福
祉のまちづくり条例に基づき、ユニバー
サルデザイン・バリアフリー化の指導を
進めます。 

◆安心して暮らせる住宅供給の促進 

・介護サービス付きの住宅やグループホ
ーム等、高齢者や障害者も安心して暮ら
すことのできる住宅供給を福祉施策と連
携し促進します。 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆地域主体の健康づくり 

・地域の歩こう会や公共用地の管理など
自主的な住民の健康づくり活動が進めら
れるよう支援します。 

◆中核的な医療施設の設置推進 

・二次救急医療などを担う地域の中核的
な病院の設置を図ります。 

◆ユニバーサルデザイン・バリアフリー
化の推進 

・全ての人が安全で快適に公共施設等を
利用できるように、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した整備を進めます。 

・庁舎や学校施設、保育施設など、各種
の公共施設において、高齢者や障がい者
はもちろん、子どもや妊婦、ベビーカー
が安心して移動できるよう、段差の解消
やスロープ・手すりの設置など、バリア
フリー化を図ります。 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 

庁内検討委員会の意見を踏まえた 

修 正 案 
従来からの提示案 従来からの提示案 従来からの提示案 
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② バリアフリー化の推進と生活道路の整備誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 生活道路の整備・誘導 
 

◆安全・安心な地域づくりへの取
組み 

・安全・安心な地域づくりに向け
て、地域住民が学んだり話し合
ったりする自治会等の活動に
ついて、支援を図ります。 

・各種情報の提供や相談、専門
家派遣、人材交流など、地域
住民の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

 

◆地域の安全・安心を知る取組み 

・自分たちが住んでいる地域に
ついて、地域住民が、交通安
全等の面で危険な場所がない
か等、安全・安心に係る問題・
課題を調べたり知るような取組
みの支援を図ります。 

 

◆道路のバリアフリー化と交通安
全対策の推進 

・安全で快適な歩行空間を確保
するため、人や車の交通量が
多い鉄道駅周辺や公共施設集
積地周辺等では、歩道の設置
や段差の解消、手摺り等の設
置など、道路のバリアフリー化
を推進します。 

・交通事故が多発する交差点や
危険個所において、信号機や
横断歩道などの設置を関係機
関に要望するとともに、街灯、
カーブミラー、ガードレール等
の交通安全施設を整備・管理
します。 

 
◆公共施設のバリアフリー化 

・庁舎や学校施設、保育施設な
ど、各種の公共施設において、
高齢者や障がい者はもちろ
ん、子どもや妊婦、ベビーカー
が安心して移動できるよう、段
差の解消やスロープ・手摺の設
置など、バリアフリー化を図りま
す。 

 

◆公益施設のバリアフリー化 

・不特定多数の人が利用する商
業施設等の民間公益施設につ
いて、バリアフリー化を指導・誘
導していくとともに、市民等が
自主的に行うバリアフリー調査
を支援していきます。 

 
◆道路の交通安全対策の取組み 

・交通事故が多発する住宅地等
において、地域住民との協働
のもと、車両への交通規制や
注意喚起の取組み等を検討し
ていきます。 

 

◆協働による狭隘な生活道路の
改善と、歩行環境の充実 

・既成市街地等における、安全
面や防災面で問題がみられる
狭あいな主要生活道路につい
ては、日常生活における快適
で便利な交通を確保するた
め、地権者の協力を得ながら、
車両通行規制による安全な通
行の確保や、道路拡幅や歩行
空間の整備に努めます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

◆道路の交通安全対策の取組み 

・交通事故が多発する住宅地等において、
地域住民との協働のもと、車両への交通
規制や注意喚起の取組み等を検討してい
きます。 

・既成市街地等における、安全面や防災
面で問題がみられる狭あいな主要生活道
路については、日常生活における快適で
便利な交通を確保するため、地権者の協
力を得ながら、車両通行規制による安全
な通行の確保、道路拡幅や歩行空間の整
備に努めます。 

・建て替えに伴い、狭い道路の拡幅、セ
ットバックや、オープンスペースの確保
など、居住環境の向上を促進します 

 

 

市民・行政が共に取組む協働 市民の取組みへの支援 

◆安全・安心な地域づくりへの取組み 

・安全・安心な地域づくりに向けて、地
域住民が学んだり話し合ったりする自治
会等の活動について、支援を図ります。 

・各種情報の提供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民の一体となった
取組みや人材育成を支援します。 

◆地域の安全・安心を知る取組み 

・自分たちが住んでいる地域について、
地域住民が、防災の面で危険な場所がな
いか、災害時の避難活動等の問題はない
か等、安全・安心に係る問題・課題を調
べたり知るような取組みの支援を図りま
す。 

◆歩行空間の確保 

・歩いて楽しい歩行空間の確保に向け、
“花と緑の景観まちづくり”など、地域
においてそれぞれ特色ある取組みを進め
ます。 

◆ユニバーサルデザイン・バリアフリー
化の推進 

・生活道路では、全ての人が安全・安心
に歩けるための歩行空間の整備を進めま
す。 

・ユニバーサルデザインに配慮した誰で
も歩ける安全・安心な歩道の整備に努め
歩行者ネットワークの形成を進めます。 

◆交通安全対策の推進 

・交通事故が多発する交差点や危険個所
において、信号機や横断歩道などの設置
を関係機関に要望するとともに、街灯、
カーブミラー、ガードレール等の交通安
全施設を整備・管理します。 

・住宅地内の生活道路は、住民がコミュ
ニティを行う公共空間の場でもあるた
め、通過交通の侵入抑制等の交通安全対
策を検討します。 

◆保水能力の向上 

・道路等の透水性舗装等により、雨水の
保水能力を高めます。 
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